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全
乃
夫
局
、
先

第
六
十
七
巻

第

競

平
成
二
十
年
十
二
月
護
行

高
麗
王
家
と
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
通
婚
関
係
に
閲
す
る
覚
書

オミ二
本木

平

雅

彦

五回三二一

問

題

の

所

在

モ
ン
ゴ
ル
帝
室
の
通
婚
関
係
の
諸
形
態

高
麗
王
家
と
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
一
連
婚
過
程

通
婚
パ
タ
ー
ン
の
特
徴

む
す
び
に
か
え
て

1 

問

題

の

所

在

一
三
世
紀
後
宇
か
ら
一
四
世
紀
中
十
ば
に
か
け
て
、

モ
ン
ゴ
ル
政
権
で
あ
る
元
に
臣
属
し
た
高
麗
の
歴
代
固
王
(
第
二
四
代
元
宗
l
第
一
一
一
一
代
恭

思
王
)
が
、
臣
属
最
初
期
の
元
宗
と
、
夫
逝
し
た
忠
穆
・
忠
定
の
二
王
を
の
ぞ
き
、
こ
と
ご
と
く
モ
ン
ゴ
ル
帝
室
の
公
主
を
要
っ
た
こ
と
は
、

(
1
)
 

す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
事
賓
で
あ
り
、
多
く
の
研
究
者
が
そ
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
。
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そ
も
そ
も
モ
ン
ゴ
ル
帝
室
に
は
、

ウ
ン
ギ
ラ
ト
族
な
ど
特
定
の
姻
族
(
ク
ダ
)
と
連
績
的
に
通
婚
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
モ
ン
ゴ
ル



364 

帝
室
の
公
主
を
要
っ
た
鮒
馬
(
グ
レ
ゲ
ン
H

女
婿
)
は
、
皇
族
に
準
ず
る
地
位
と
し
て
、
し
ば
し
ば
モ
ン
ゴ
ル
男
性
皇
族
と
と
も
に
「
諸
王
・
鮒

(
2
)
 

馬
」
と
並
稽
さ
れ
、
あ
る
い
は
聾
方
あ
わ
せ
て
「
諸
王
」
と
線
稀
さ
れ
た
う
え
、
元
代
に
は
魯
王
・
昌
王
な
ど
中
園
風
の
王
競
も
さ
か
ん
に
授

奥
さ
れ
た
。
か
か
る
モ
ン
ゴ
ル
の
鮒
馬
は
、
ウ
ル
ス
・
ア
イ
マ
ク
な
ど
と
よ
ば
れ
高
度
な
自
律
性
を
も
っ
分
権
集
圏
(
漢
語
で
は
位
下
ま
た
は
投

下
と
事
己
れ
石
一
の
首
長
た
る
王
侯
貴
族
の
一
員
と
し
て
、
か
か
る
諸
勢
力
の
連
合
瞳
・
複
合
瞳
と
し
て
の
一
面
を
有
す
る
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の

最
上
層
部
を
構
成
す
る
存
在
だ
っ
た
。

高
麗
王
家
と
元
の
通
婚
関
係
も
、

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
内
に
お
け
る
同
王
家
の
位
置
づ
け
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
雨
園
の
関
係
を
理
解
す
る
う

え
で
は
避
け
て
通
れ
な
い
テ

1
マ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
か
つ
て
筆
者
も
検
討
を
く
わ
え
、
首
時
の
高
麗
王
が
、

た
尉
馬
高
麗
園
王
と
い
う
稽
競
の
も
と
、

一
一
一
八
一
年
に
誕
生
し(4
)
 

モ
ン
ゴ
ル
尉
馬
と
し
て
の
格
式
を
具
備
す
る
高
麗
王
位
下
と
し
て
存
立
し
た
一
面
を
明
ら
か
に
し
た
。

一
方
、
雨
王
室
聞
の
通
婚
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
、
金
恵
苑
は
、
皇
帝
自
身
を
の
ぞ
く
元
側
の
通
婚
相
手
の
多
く
が
、
元
朝
政
府
の
設
定
す
る

(
5
)
 

最
高
格
の
王
爵
(
金
印
獣
鉦
を
あ
た
え
ら
れ
る
中
国
風
の
耳
目
玉
・
管
王
な
ど
の
一
字
王
競
)
を
も
っ
宗
王
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
近
年
、

2 

李
命
美
は
、
高
麗
の
通
婚
相
手
と
な
る
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
を
、
元
の
核
心
勢
力
、
西
南
部
に
所
在
す
る
宗
王
、
前
代
の
通
婚
封
象
と
連
績
性
の
あ

(
6
)
 

る
家
系
と
い
う
三
パ
タ
ー
ン
に
分
類
し
、
通
婚
の
意
味
や
背
景
を
く
わ
し
く
分
析
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
先
撃
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
別
の
婚
姻
事
賓
に
闘
し
て
い
ま
だ
論
詮
に
も
と
づ
く
共
通
認
識
が
得
ら
れ
て
い
な
い

鈷
が
あ
り
、
ま
た
通
婚
パ
タ
ー
ン
の
と
ら
え
か
た
に
つ
い
て
私
見
と
は
異
な
る
部
分
も
少
な
く
な
い
。
も
と
よ
り
絶
封
的
な
史
料
不
足
の
た
め
、

後
者
に
つ
い
て
は
明
確
な
答
え
を
容
易
に
導
き
だ
せ
な
い
の
が
現
賓
だ
が
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
表
面
的
な
議
論
で
断
定

的
な
結
論
を
急
が
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
テ

1
マ
を
生
産
的
に
追
究
す
る
に
は
、
史
料
記
述
の
範
圏
内
で
指
摘
し
得
る
事
賓
と
、

そ
れ
に
封
す
る
解
稗
の
多
様
な
可
能
性
を
、
ま
ず
は
抑
制
を
保
ち
つ
つ
も
で
き
る
だ
け
幅
麿
く
探
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
お
も
う
。
そ
の
う

》えで、

ユ
ー
ラ
シ
ア
各
地
で
展
開
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
帝
室
の
通
婚
様
態
を
見
渡
し
、
相
互
に
比
較
し
て
、

よ
り
蓋
然
性
の
高
い
解
轄
を
見
積
も

っ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
問
題
理
解
の
も
っ
と
も
有
殺
な
手
段
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
麿
大
な
空
間
範
園
に
わ
た
る
数
多
の
事
例
を
多
様
な



言
語
で
書
か
れ
た
丈
献
か
ら
渉
猟
し
、
各
地
域
固
有
の
歴
史
的
背
景
を
ふ
ま
え
な
が
ら
悉
皆
調
査
し
て
ゆ
く
こ
と
な
ど
、

一
人
の
力
で
は
到
底

お
よ
び
が
た
い
。
そ
こ
で
よ
り
現
賓
的
に
は
、

モ
ン
ゴ
ル
政
権
下
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
各
地
域
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
専
門
研
究
者
と
協
同
し
て
情

報
の
交
換
・
集
積
を
進
め
て
ゆ
く
の
が
、
さ
し
あ
た
り
賢
明
で
確
賓
な
方
策
に
な
る
と
考
え
る
。

モ
ン
ゴ
ル
帝
園
の
支
配
と
統
合
と
い
う
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
、
最
高
支
配
層
の
通
婚
闘
係
が
重
要
な
論
賄
と
な
る
こ
と
に
異
論
は
あ
る

ま
い
。
し
か
し
こ
の
問
題
が
こ
れ
ま
で
充
分
な
質
と
量
を
も
っ
て
事
例
網
羅
的
に
検
討
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
と
、
残
念
な
が
ら
必
ず
し
も
そ

う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
関
心
は
低
調
と
す
ら
い
え
、
そ
の
構
造
的
特
徴
が
具
睦
的
に
論
じ
ら
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
帝
室
の
姻
族
は
、
史
料
的
保
件
に

め
ぐ
ま
れ
た
ウ
ン
ギ
ラ
ト
族
や
オ
イ
ラ
ー
ト
族
な
ど
、
も
っ
と
も
突
出
し
た
事
例
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
他
事
例
の
分
析
が
あ
ら
わ
れ
る
の
を
座
し
て
ま
つ
だ
け
で
は
研
究
の
進
展
は
み
こ
め
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
高
麗
史
研
究

の
立
場
か
ら
、
高
麗
王
家
と
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
通
婚
関
係
に
闘
す
る
基
礎
的
な
事
賓
と
特
徴
、
お
よ
び
そ
の
意
味
に
つ
い
て
、
現
時
酷
で
い
え

3 

る
こ
と
を
提
示
し
て
み
た
い
と
お
も
う
。
史
料
的
制
約
か
ら
指
摘
す
る
事
柄
に
意
味
と
し
て
の
賓
態
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
不
安

は
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
基
本
的
に
問
題
賄
の
別
扶
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
た
め
畳
書
と
題
し
た
次
第
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
か
か
る
雑
考

を
あ
え
て
公
に
す
る
の
は
、
高
麗
の
事
例
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
を
関
連
諸
分
野
の
研
究
者
に
慶
く
共
有
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
こ
れ
に
封
す
る

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
期
待
す
る
か
ら
で
あ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
帝
室
の
通
婚
闘
係
の
諸
形
態

本
節
で
は
、
ま
ず
高
麗
王
家
に
閲
す
る
議
論
の
前
提
と
し
て
、

モ
ン
ゴ
ル
帝
室
の
婚
姻
形
態
一
般
に
閲
し
て
既
知
の
情
報
を
整
理
し
て
お
き

争-、
4

O

Jλ

、ν

一
時
的
な
聞
係
に
と
ど
ま
る
婚
家
は
と
も
か
く
と
し
て
、
高
麗
王
家
と
の
比
較
で
は
連
績
的
に
通
婚
し
た
ケ
I
ス
が
重
要
と
な
る
ゆ
え
、

そ
の
パ
タ
ー
ン
を
概
観
し
て
い
こ
う
。
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(
一
)
互
酬
的
な
通
婚

モ
ン
ゴ
ル
帝
室
が
一
部
の
姻
族
と
互
酬
的
な
通
婚
闘
係
(
相
互
に
女
性
を
嫁
が
せ
あ
う
闘
係
)
を
結
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
宇
野
伸
浩
に
詳

(
7
)
 

細
な
研
究
が
あ
る
。
以
下
、
宇
野
の
考
察
に
も
と
づ
き
整
理
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
通
婚
を
行
っ
た
姻
族
と
し
て
は
、
ま
ず
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
族

の
な
か
で
も
ウ
ン
ギ
ラ
ト
諸
族
の
ウ
ン
ギ
ラ
ト
族
、
イ
キ
レ
ス
族
、

オ
ル
ク
ヌ

1
ト
族
、

コ
ロ
ラ
ス
族
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
惇
説
上
の
黄
金
の

壷
を
共
通
の
組
先
と
す
る
一
つ
の
外
婚
集
圏
を
形
成
し
て
お
り
、

モ
ン
ゴ
ル
帝
室
と
の
通
婚
関
係
は
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
古

い
惇
統
を
有
す
る
。
と
り
わ
け
ウ
ン
ギ
ラ
ト
族
の
ア
ル
チ
・
ノ
ヤ
ン
家
は
、

チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
妻
ボ
ル
テ
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
皇
后

(
カ
ト
ン
)
を
だ
し
た
有
力
姻
族
だ
っ
た
。

一
方
、

チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
代
か
ら
そ
の
よ
う
な
閥
係
を
も
っ
に
い
た
っ
た
新
参
の
姻
族
と
し
て
、
オ
イ
ラ
ー
ト
族
の
ク
ド
カ
・
ベ
キ
家
を

4 

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
オ
イ
ラ
ー
ト
族
は
モ
ン
ゴ
ル
高
原
西
北
部
に
展
開
し
た
有
力
部
族
だ
が
、
首
長
の
ク
ド
カ
・
ベ
キ
に
ひ
き
い
ら
れ
て

勃
興
期
の
モ
ン
ゴ
ル
に
闘
参
し
た
際
、
率
先
時
服
に
封
す
る
報
奨
と
し
て
そ
の
息
子
に
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
公
主
が
降
嫁
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
姻
族
の
う
ち
ウ
ン
ギ
ラ
ト
族
の
ア
ル
チ
・
ノ
ヤ
ン
家
と
オ
イ
ラ
ー
ト
族
の
ク
ド
カ
・
ベ
キ
家
に
つ
い
て
は
、

モ
ン
ゴ
ル
高
山
{
至
と
の

通
婚
閥
係
に
し
ば
し
ば
共
通
の
パ
タ
ー
ン
が
看
取
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
世
代
が
姉
妹
交
換
婚
に
よ
り
通
婚
を
開
始
し
た
の
ち
、
「
妻
の
兄

弟
の
息
子
に
自
分
の
娘
を
嫁
が
せ
る
婚
姻
」
と
い
う
世
代
を
ず
ら
し
た
女
性
の
交
換
が
相
互
に
く
り
か
え
さ
れ
た
の
だ
が
(
園
1
参
照
)
、
こ
れ
(
8
)
 

に
よ
り
二
集
圏
聞
に
持
績
的
な
姻
戚
関
係
が
形
成
さ
れ
、
母
方
の
親
族
関
係
と
姻
戚
関
係
が
重
な
り
あ
う
密
接
な
き
ず
な
が
生
み
だ
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
通
婚
が
行
わ
れ
た
背
景
お
よ
び
放
果
と
し
て
は
、
上
記
の
二
つ
の
家
系
が
、
く
り
か
え
さ
れ
る
モ
ン
ゴ
ル
の
帝
位
継
承
紛
争
に
と

り
わ
け
深
く
関
わ
り
、
通
婚
関
係
を
有
す
る
帝
室
内
の
特
定
の
一
抵
の
支
持
勢
力
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

宇
野
に
よ
る
と
、

モ
ン
ゴ
ル
帝
室
と
互
酬
的
な
通
婚
を
行
事
つ
姻
族
の
う
ち
で
も
、
他
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
明
瞭
な
パ
タ
ー
ン

は
見
出
せ
な
い
と
い
う
。
し
か
し
い
ず
れ
も
、

モ
ン
ゴ
ル
諸
部
族
の
な
か
で
も
帝
室
と
歴
史
的
な
親
縁
性
を
有
す
る
中
核
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と



は
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
二
)
公
主
降
嫁
を
中
心
と
す
る
通
婚

な
わ
ち
ア
ラ
ク
シ
・
デ
ィ
キ
ト
・
ク
リ
以
降
の
オ
ン
グ
l
ト
王
家
と
、

互
酬
的
な
通
婚
の
一
方
で
、
も
っ
ぱ
ら
モ
ン
ゴ
ル
帝
室
か
ら
の
公
主
降
嫁
に
よ
っ
て
姻
戚
闘
係
を
維
持
し
て
ゆ
く
ケ
l
ス
が
存
在
す
る
。
す

パ
ル
チ
ュ
ク
・
ア
ル
ト
・
テ
ギ
ン
以
降
の
ウ
イ
グ
ル
王
家
が
こ
れ
に
相

首
す
る
。
後
述
の
よ
う
に
高
麗
王
家
の
通
婚
も
現
象
的
に
は
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
該
首
す
る
の
で
、
比
較
の
た
め
に
こ
の
二
例
を
や
や
詳
し
く
み

て
お
こ
う
。
な
お
以
下
の
行
論
で
言
及
す
る
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
家
系
を
確
認
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
園
2
を
か
か
げ
て
お
く
。

ま
ず
陰
山
方
面
に
展
開
し
た
チ
ユ
ル
ク
系
の
遊
牧
民
で
あ
る
オ
ン
グ

I
ト
族
は
、
そ
の
王
府
社
で
あ
る
オ
ロ
ン
・
ス
ム
遺
跡
を
通
じ
て
確
認

づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、

チ
ン
ギ
ス
が
勃
興
し
て
く
る
と
、

さ
れ
る
よ
う
に
、
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
抵
キ
リ
ス
ト
教
が
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
金
代
に
は
そ
の
覇
康
下
で
北
遺
防
衛
の
任
に
位
置

ア
ラ
ク
シ
・
デ
ィ
キ
ト
・
ク
リ
が
こ
れ
に
積
極
的
に
協
力
し
た
た
め
、
彼
の
王
家
は

(
9
)
 

モ
ン
ゴ
ル
帝
園
の
も
と
で
厚
遇
さ
れ
、
元
朝
治
下
で
は
高
唐
王
や
超
王
な
ど
の
競
を
あ
た
え
ら
れ
た
。

5 

見
さ
れ
た

モ
ン
ゴ
ル
帝
室
と
の
通
婚
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
元
丈
類
』
巻
二
三
に
牧
め
る
閤
復
の
「
鮒
馬
高
唐
忠
献
王
碑
」
と
、
オ
ロ
ン
・
ス
ム
で
護

(

川

)

ア

ラ

ク

ン

・

デ

イ

キ

ト

・

ク

り

『
王
停
徳
風
堂
碑
」
、
お
よ
び
『
元
史
』
巻
一
一
八
・
阿
刺
瓦
思
別
吉
忽
里
停
、
同
書
巻
一

O
九
・
諸
公
主
表
・
超
園
公
主
位
、
さ

367 

※ムAは男性、

0・は女性

互酬的過婚にみ

られるパターン

の理念型

園 1

ら
に
北
京
国
書
館
所
蔵
抄
本
の
劉
敏
中
『
中
庵
集
』
巻
四

に
牧
め
る
「
救
賜
尉
馬
超
王
先
徳
加
封
碑
銘
」
な
ど
が
基

本
史
料
と
な
り
、
そ
の
他
の
関
連
情
報
が
東
西
史
料
に
蔑

さ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
趨
昆
佑
が
初
期
の
経
緯

(
U
)
 

を
論
じ
、
ア
ン
ビ
ス
や
江
上
波
夫
も
全
瞳
状
況
を
概
観
し

(ロ)

て
い
る
が
、
周
清
濁
の
研
究
が
も
っ
と
も
詳
細
で
盟
系
的
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※泊婚釘象の表不

制掛け:オングート王家

傍線:ゥイグル子家(ただし早線は首人の孫娘の降嫁〕

凶み線奇麗王家

関係モンゴル皇族の家系
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亦
憐
員
(
家
系
不
明
)

一加
鰐

阿
刺
的
納
入
刺

二
(
カ
マ
ラ
女
)

主
安

玉
束
忽
都
合

園3 オングート王家とモンゴル皇族の通婚関係

※人名はおもに「鮒馬高唐忠献王碑」にもとづき、これにないものは各々閣係史料によった。

斜健字は王火をあらわし、出嫁先を矢印でしめした(後掲の圃 4・5も|μjじ)。
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(
は
)

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
と
先
行
研
究
を
参
考
に
し
て
事
賓
関
係
を
表
示
し
た
も
の
が
園
3
で
あ
る
。

こ
こ
に
み
て
と
れ
る
状
況
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
酷
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

① 

ア
ラ
ク
シ
・
デ
イ
キ
ト
・
ク
リ
が
チ
ン
ギ
ス
の
息
女
で
あ
る
阿
刺
海
別
吉
を
要
っ
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
(
同
公
主
は

通
婚
闘
係
は
、

そ
の
後
、
不
顔
昔
班
、
銀
園
、
字
要
合
と
あ
い
つ
い
で
レ
ヴ
ィ
レ
l
ト
婚
を
行
っ
た
と
み
ら
れ
る
)
、
以
降
に
迎
え
た
モ
ン
ゴ
ル
公
主
は
、
出
身
不

明
の
二
例
を
の
ぞ
き
、
す
べ
て
チ
ン
ギ
ス
諸
子
の
家
系
よ
り
降
嫁
さ
れ
て
い
る
。

② 

公
主
降
嫁
の
み
の
完
全
な
一
方
通
行
の
パ
タ
ー
ン
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
後
の
世
代
に
な
る
と
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
に
息
女
を
嫁
が
せ
た

ケ
ー
ス
が
四
例
あ
ら
わ
れ
る
。
た
だ
し
帝
妃
は
だ
さ
な
か
っ
た
。

③ 

オ
ゴ
デ
イ
系
二
倒
、
ト
ル
イ
系
一
一
一
例
、

コ
ル
ゲ
ン
系
二
例

チ
ン
ギ
ス
以
降
に
お
け
る
通
婚
封
象
の
内
謹
は
、
チ
ヤ
ガ
タ
イ
系
一
例
、

で
あ
り
、
ト
ル
イ
系
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
。

8 

④ 

ト
ル
イ
系
内
に
お
い
て
、
ト
ル
イ
以
降
は
、

ア
リ
ク
ブ
ケ
系
一
例
で
あ
り
、

ク
ピ
ラ
イ
系
に
大

モ
ン
ケ
系
三
例
、

ク
ピ
ラ
イ
系
七
例
、

き
な
比
重
が
あ
る
。

⑤ 

マ
ン
ガ
ラ
系
一
例
で
あ
り
、
チ
ン
キ
ム
系
が
多
数
を
占
め
る
。

ク
ピ
ラ
イ
系
内
に
お
い
て
、

ク
ピ
ラ
イ
以
降
は
、

チ
ン
キ
ム
系
五
例
、

以
上
の
よ
う
に
皇
統
に
ち
か
い
婚
姻
が
め
だ
っ
。

⑧⑦⑥  

た
だ
し
少
数
振
に
属
す
る
家
系
と
の
通
婚
ケ

l
ス
も
様
々
な
世
代
で
確
認
さ
れ
る
。

皇
帝
の
息
女
や
姉
妹
を
要
っ
た
ケ
l
ス
が
一

O
例
に
の
ぼ
る
(
レ
ヴ
ィ
レ
l
ト
婚
を
含
む
)

0

(
U
)
 

オ
ン
グ

l
ト
王
家
の
首
主
の
継
承
関
係
は
必
ず
し
も
明
確
と
は
い
え
な
い
が
、
首
主
以
外
で
も
公
主
を
降
嫁
さ
れ
た
者
が
い
た
ら
し
い

(
少
な
く
と
も
丘
隣
察
、
嚢
加
解
、
火
思
丹
、
阿
旦
八
鰐
な
ど
)

0

⑨ 

通
婚
し
た
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
ア
ジ
ギ
と
ア
ル
タ
ン
ブ
カ
は
元
の
西
遺
鎮
守
を
捨
う
宗
王
で
あ
り
、
そ
の
根
擦
地
は

(
日
)

オ
ン
グ

1
ト
本
領
に
比
較
的
、
近
い
。



次
に
ウ
イ
グ
ル
王
家
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
遊
牧
民
だ
っ
た
ウ
イ
グ
ル
が
九
世
紀
に
天
山
方
面
に
定
住
し
て
建
国
し
た

天
山
ウ
イ
グ
ル
王
固
は
、

イ
お
イ
ク
l

国
王
(
わ
が
都
護
)
パ
ル
チ
ユ
ク
・
ア
ル
ト
・
テ
ギ
ン
は
、

一
一
一
世
紀
前
竿
に
カ
ラ
キ
タ
イ
の
影
響
下
に
は
い
る
が
、

一
二

O
九
年
、

チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
蓋
頭
を
み
て
と
っ
た

モ
ン
ゴ
ル
に
蹄
順
の
意
を
表
明
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
王
は
チ
ン
ギ
ス
の
五
番
目
の
子

と
し
て
遇
さ
れ
、
所
領
も
安
堵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
そ
の
後
、

モ
ン
ゴ
ル
権
力
が
次
第
に
浸
潤
し
て
く
る
な
か
、

一
三
世
紀
末
に
元

と
こ
れ
に
敵
封
す
る
カ
イ
ド
ウ
・
ド
ゥ
ア
勢
力
の
抗
争
に
ま
き
こ
ま
れ
た
結
果
、

ウ
イ
グ
ル
王
家
は
そ
の
居
所
を
ピ
シ
ユ
パ
リ
ク
よ
り
カ
ラ

さ
ら
に
は
本
領
を
離
れ
て
甘
粛
の
、
水
日
回
に
寄
寓
す
る
こ
と
を
絵
儀
な
く
さ
れ
、
濁
自
の
王
固
と
し
て
の
賓
樫

(

日

山

)

を
失
っ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
亦
都
護
の
地
位
は
元
代
を
通
じ
て
保
持
さ
れ
、
高
昌
王
の
競
も
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。

パ
ル
チ
ユ
ク
・
ア
ル
ト
・
テ
ギ
ン

モ
ン
ゴ
ル
帝
室
と
の
通
婚
闘
係
に
つ
い
て
は
、
『
元
史
』
巻
一
一
一
一
了
巴
而
戒
阿
而
式
的
斤
停
、
虞
集
の
「
高
昌
王
世
動
碑
」
(
『
遁
園
事
士
円
録
』

巻
二
四
/
『
這
園
類
稿
』
巻
三
九
/
『
一
支
類
』
巻
二
六
/
乾
隆
「
武
威
豚
志
」
(
『
五
涼
考
治
六
徳
集
金
誌
』
巻
二
/
原
配
一
が
ま
と
ま
っ
た
史
料
と
な
る

ほ
か
、
東
西
史
料
に
断
片
的
な
情
報
が
き
c
れ
て
い
る
。
は
や
く
に
佐
口
透
や
ア
ン
ピ
ス
も
論
及
し
て
い
る
栴
ヤ
恰
爾
・
巴
投
提
/
劉
迎
勝
の

(
民
)

研
究
が
王
家
の
系
譜
を
含
め
て
も
っ
と
も
詳
細
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
と
先
行
研
究
を
参
考
に
賦
況
を
表
示
し
た
も
の
が
園
4
で
あ
る
。

ホ
l
ジ
ョ
(
高
昌
)
に
、
つ
つ
し
、

9 

こ
こ
に
み
て
と
れ
る
朕
況
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
貼
を
指
摘
で
き
る
。

① 

通
婚
闘
係
は
、
パ
ル
チ
ユ
ク
・
ア
ル
ト
・
テ
ギ
ン
に
チ
ン
ギ
ス
の
息
女
で
あ
る
也
立
安
敦
、

つ
い
で
家
系
不
明
の
ア
ラ
ジ
ン
公
主
が
あ
た

え
ら
れ
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
(
た
だ
し
賞
事
者
の
死
亡
に
よ
り
賓
際
の
婚
姻
は
い
ず
れ
も
未
成
立
て
以
降
に
迎
え
た
モ
ン
ゴ
ル
公
主
は
、
出
身
不

明
の
四
例
を
の
ぞ
き
、

い
ず
れ
も
チ
ン
ギ
ス
諸
子
の
家
系
よ
り
降
嫁
さ
れ
た
。
そ
の
内
諜
は
オ
ゴ
デ
イ
系
六
例
、
ト
ル
イ
系
一
例
と
な
る
。

オ
ゴ
デ
イ
系
の
な
か
で
も
オ
ゴ
デ
イ
の
子
コ
デ
ン
の
系
統
が
中
十
数
の
一
一
一
例
を
占
め
る
。

②
 

(
剖
)

③
通
婚
し
た
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
う
ち
、
コ
デ
ン
王
家
は
代
々
河
西
(
奮
凶
夏
領
)
を
本
領
と
し
、

(
江
)

遺
鎮
守
を
捨
い
、
と
も
に
ウ
イ
グ
ル
王
家
の
、
近
隣
に
所
在
し
た
。

ア
l
ナ
ン
ダ
は
安
西
王
と
し
て
元
の
西

371 

④ 

モ
ン
ゴ
ル
公
主
を
要
っ
た
者
は
い
ず
れ
も
亦
都
護
や
高
昌
王
の
地
位
に
つ
い
て
い
る
。
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↓
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児
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蟹
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恰
也
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系
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明
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(
コ
デ
ン
孫
)

一

一

一

一

帖
睦
児
補
化
|
|
不
答
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里
I

l
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-

和
賞
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マ令ン
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圃4 ウイグル干会家とモンゴ、ル皇族の通婚関係

※人名はおもに「高昌王世勃碑」にもとづき、これにないものは各今関係史料によった。
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⑤ 

ウ
イ
グ
ル
王
家
が
チ
ヤ
ガ
タ
イ
家
の
ド
ゥ
ア
に
息
女
を
さ
し
だ
し
た
例
が
あ
る
が
、
元
と
敵
封
し
て
一
二
七
五
年
に
カ
ラ
ホ

l
ジ
ヨ
を

(
幻
)

包
固
し
た
ド
ゥ
ア
軍
の
要
求
に
麿
じ
た
緊
急
措
置
で
あ
っ
た
。

以
上
の
二
王
家
の
ほ
か
に
も
、

チ
ベ
ッ
ト
併
殺
サ
キ
ヤ
抵
の
コ
ン
氏
(
元
が
チ
ベ
ァ
ト
悌
教
の
高
僧
よ
り
任
じ
た
帝
師
の
一
族
)
が
元
に
よ
っ
て

封
じ
ら
れ
た
白
蘭
王
は
、
初
代
の
チ
ャ
ク
ナ
ド
ル
ジ
ェ
が
前
出
し
た
コ
デ
ン
の
息
女
を
妻
り
、
そ
の
後
を
つ
い
だ
ソ
エ
ナ
ム
サ
ン
ポ
、

(
お
)

ガ
l
レ
ク
ベ

l
ギ
エ
ン
ツ
エ
ン
パ
ル
サ
ン
ポ
も
ま
た
モ
ン
ゴ
ル
帝
室
の
公
主
を
要
っ
た
。

ク
ン

こ
の
よ
う
に
公
主
降
嫁
に
よ
り
モ
ン
ゴ
ル
帝
室
と
連
績
し
て
通
婚
す
る
ケ
l
ス
は
、
姻
族
が
い
ず
れ
も
非
モ
ン
ゴ
ル
系
で
あ
り
、
そ
こ
に
何

(
剖
)

ら
か
の
理
由
が
存
す
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
モ
ン
ゴ
ル
帝
室
に
お
い
て
非
モ
ン
ゴ
ル
系
姻
族
と
の
通
婚
が
つ
ね
に
公
主
降
嫁

に
限
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
の
ご
と
く
オ
ン
グ

l
ト
王
家
は
も
ち
ろ
ん
、
非
常
措
置
だ
っ
た
が
ウ
イ
グ
ル
王
家
に
つ
い
て
も
モ
ン
ゴ

ル
皇
族
に
納
妃
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
フ
レ
グ
・
ウ
ル
ス
の
イ
ル
・
カ
ン
の
場
合
は
、
必
ず
し
も
連
績
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、

お
も

納
妃
を
つ
け
る
形
を
と
っ
たル
と l
いム
う2511 
O~ セ

しル

11 

ジ
ュ

l
ク
朝
や
マ
ル
デ
イ
ン
の
オ
ル
ト
ゥ
ク
朝
と
い
っ
た
在
地
政
権
と
通
婚
す
る
際
に
は
、

(
お
)

か
も
ア
パ
ガ
・
パ
イ
ド
ゥ
雨
カ
ン
に
納
妃
し
た
ケ
ル
マ

1
ン
の
カ
ラ
キ
タ
イ
朝
の
場
合
、

(
訂
)

つ
で
も
い
る
か
ら
、
つ
ね
に
納
妃
に
限
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
で
は
フ
レ
グ
の
子
モ
ン
ケ
テ
ム
ル
の
息
女
を
要

非
モ
ン
ゴ
ル
系
で
あ
る
こ
と
が
何
ら
か
の
理
由
と
な
っ
て
婚
姻
形
態
に
偏
り
が
生
じ
る
可
能
性
は
考
え
得
る
。
し
か
し
公
主
降
嫁
と
納
妃
、

ど
ち
ら
の
パ
タ
ー
ン
に
偏
る
か
は
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西
各
地
に
お
け
る
政
治
情
勢
や
枇
舎
・
文
化
の
達
い
な
ど
、
ま
た
別
の
要
件
が
関
係
し

て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

高
麗
王
家
と
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
通
婚
過
程

本
節
で
は
高
麗
王
家
と
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
通
婚
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
の
か
、
隻
方
の
通
婚
主
瞳
を
具
瞳
的
に
確
認
し
て
ゆ
く
。
こ
れ

373 

に
つ
い
て
は
前
述
の
ご
と
き
先
行
研
究
も
あ
る
が
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
全
容
を
整
理
し
た
専
論
が
な
く
、
個
別
の
事
貰
闘
係
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に
つ
い
て
共
通
認
識
が
得
ら
れ
て
い
な
い
部
分
も
蔑
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
論
じ
て
お
き
た
い
。
な
お
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
以

下
に
述
べ
る
各
モ
ン
ゴ
ル
公
主
の
略
歴
は
「
高
麗
史
』
巻
八
九
・
后
妃
停
の
記
載
や
同
書
・
世
家
の
閲
係
年
記
事
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

ク
ト
ウ
ル
ケ
ケ
ル
ミ
ン
ユ

(
1
)
忠
烈
王
妃
斉
園
大
長
公
主
忽
都
魯
掲
里
迷
失

世
租
ク
ピ
ラ
イ
(
在
位
二
一
六
0
1
九
四
)
の
息
女
で
、

(
お
)

八
)
に
降
嫁
さ
れ
た
。
二
男
一
女
を
も
う
け
、

(
却
)

生
後
ま
も
な
く
病
死
、

一
二
七
四
年
、
昔
時
世
子
だ
っ
た
忠
烈
王
(
在
位
一
二
七
四
i
九
八
・
九
八
1
二二
O

一
二
七
五
年
に
生
ま
れ
た
長
男
は
後
に
忠
宣
王
と
な
る
が
、

(
却
)

一
二
七
八
年
に
生
ま
れ
た
次
男
も
天
逝
し
た
ら
し
い
。
公
主
自
身
は
一
二
九
七
年
に
三
九
歳
で
死
亡
し
た
。

一
二
七
七
年
に
生
ま
れ
た
長
女
は

一
二
七
五

年
に
高
麗
で
元
成
公
主

一
二
九
四
年
に
元
よ
り
安
平
公
主
に
冊
封
さ
れ
、
浸
後
は
高
麗
で
荘
穆
仁
明
王
后
、
仁
明
太
后
を
輸
相
誼
さ
れ
、

一
O
年
に
元
よ
り
斉
園
大
長
公
主
を
迫
封
さ
れ
た
。

『
高
麗
史
』
巻
八
九
・
后
妃
停
の
本
停
に
よ
る
と
、
公
主
の
母
は
阿
速
員
可
敦
で
あ
り
、
ウ
ン
ギ
ラ
ト
王
家
出
身
の
正
后
チ
ャ
ブ
イ
で
は
な

(

況

)

オ

ル

ド

ぃ
。
こ
の
阿
速
員
可
敦
に
つ
い
て
金
恵
苑
は
、
相
劫
惑
が
『
新
元
史
」
巻
一

O
四
・
后
妃
停
で
、
ク
ビ
ラ
イ
の
第
四
斡
耳
呆
の
所
属
、
建
国
の

12 

功
臣
フ

l
シ
ン
族
の
ボ
ロ
ク
ル
の
息
女
に
し
て
第
八
皇
子
ア
ヤ
チ
と
第
一
一
皇
子
ト
ゴ
ン
の
生
母
と
記
す
烏
式
員
皇
后
に
同
定
し
た
。
「
元

史
』
に
は
烏
式
員
の
名
が
み
え
な
い
が
、
同
書
巻
一

O
六
・
后
妃
表
で
は
ク
ピ
ラ
イ
の
第
四
斡
耳
采
の
所
属
と
し
て
伯
要
瓦
員
皇
后
を
あ
げ
て

お
り
、
金
は
烏
式
員
が
こ
れ
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
し
た
。

し
か
し
利
助
志
は

『
新
元
史
』

の
撰
述
典
擦
を
示
し
た

『
新
元
史
考
詮
』

で
も
烏
式
異
に
闘
す
る
記
載
根
擦
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

(
沼
)

『
集
史
n
H

ね
さ
れ
ミ
同
J
Q
H

何
気
込
邑

の
ク
ピ
ラ
イ
H

カ
l
ン
紀
・
世
系
表

方
、
『
新
元
史
』

の
編
纂
に
も
利
用
さ
れ
た
ラ
シ

l
ド
H

ウ
ツ
デ
ィ

l
ン

で
は
、
上
記
の
ア
ヤ
チ
と
第
九
皇
子
コ
コ
チ
ユ
の
生
母
に
つ
い
て
、
フ

1
シ
ン
族
の
回
日
Z
巳

Z
弓
山
口
の
息
女
同
国
∞

r目
(
白
色
]
回
H

烏
式
回
呉
)

(
お
)

と
し
、
ト
ゴ
ン
の
生
母
に
つ
い
て
は
パ
ヤ
ウ
ト
族
の
田
口
旦
与
目
の
息
女
∞
司
自
]
百
(
伯
要
冗
員
)
と
記
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
烏
式
員
は
確
か

に
賓
在
す
る
が
、
伯
要
冗
異
と
は
部
族
も
異
な
る
ま
っ
た
く
の
別
人
で
あ
る
。

ま
た
金
恵
苑
は
、
記
録
上
一

O
名
を
超
え
る
ク
ビ
ラ
イ
の
后
妃
の
う
ち
、
忽
都
魯
掲
里
迷
失
の
降
嫁
昔
時
、
帖
古
倫
皇
后
は
す
で
に
亡
く
、



南
必
皇
后
は
婚
姻
前
で
あ
り
、
そ
の
他
は
部
族
名
す
ら
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
烏
式
異
は
正
后
チ
ャ
プ
イ
に
次
ぐ
序
列
に
あ
っ
た
と
推
定

(
社
)

す
る
。た
だ
し
こ
れ
は
『
元
史
」
と
『
新
元
史
」

の
み
に
も
と
づ
く
判
断
で
あ
る
。
「
集
史
』
ク
ピ
ラ
イ
H

カ
l
ン
紀
・
世
系
表
に
み
え
る
第
五
皇

(
お
)

メ
ル
キ
ト
族
の
叶
同

HEEHHHは
、
『
元
史
』
や
『
新
元
史
」
に
部
族
名
が
記
さ
れ
な
い
塔
刺
海
皇
后
に
相
首
す
る
可
能

(
お
)

ド
ル
ベ
ン
族
の
り
口
与
と
日
同
「
母
国
ロ
の
ご
と
く
漢
丈
史
料
に

子
ク
リ
ダ
イ
の
生
母
、

性
が
あ
る
し
、
同
書
に
は
第
六
皇
子
フ
ゲ
チ
・
第
七
皇
子
ア
ウ
ル
ク
チ
の
母
、

み
え
な
い
后
妃
も
登
場
す
る
。
漢
文
文
献
の
后
妃
名
や
部
族
名
表
示
の
有
無
だ
け
で
后
妃
の
序
列
を
議
論
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
ま
た

(
幻
)

史
』
メ
ル
キ
ト
族
誌
で
は
上
記
の
)
「
口
3
3
2目
に
つ
い
て
、
息
子
が
い
な
い
た
め
他
の
后
妃
よ
り
地
位
が
低
か
っ
た
と
記
す
。
所
生
情
報
が

ク
ピ
ラ
イ
紀
と
は
異
な
る
が
、
息
子
の
有
無
が
后
妃
の
序
列
に
閲
わ
る
な
ら
ば
、
烏
式
員
の
所
生
よ
り
年
長
の
皇
子
を
生
ん
だ
、
チ
ャ
ブ
イ
以

外
の
上
記
の
后
妃
た
ち
が
存
命
だ
っ
た
場
合
、
烏
式
員
よ
り
も
高
い
序
列
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

ブ
ツ
タ
ソ
J

ユ
リ

(
2
)
忠
宣
王
妃
蔚
園
大
長
公
主
賓
塔
賓
憐

「集

カ

マ

ラ

(

お

)

ク
ビ
ラ
イ
の
皇
太
子
チ
ン
キ
ム
の
子
に
し
て
成
宗
テ
ム
ル
(
在
位
一
二
九
四
!
一
一
一
一
O
七
)
の
長
兄
、
呂
田
王
甘
麻
刺
の
息
女
で
あ
る
。
生
母
は

(
補
註
)

不
明
。
即
位
前
の
忠
宣
王
(
在
位
一
二
九
八
・
二
会

δ
八
l
二
二
)
に
一
二
九
六
年
に
降
嫁
さ
れ
た
。
所
生
は
な
い
。

13 

一一一一一

O
年
、
元
よ
り
韓

園
長
公
主
に
珊
封
さ
れ

一
三
四
三
年
に
元
か
ら
荊
園
大
長
公
主
に
追
封
さ
れ
て
い
る
。

(
却
)

な
お
忠
宣
王
に
は
モ
ン
ゴ
ル
女
性
の
妃
と
し
て
諮
妃
也
速
員
が
お
り
、
世
子
鑑
と
忠
粛
王
を
生
ん
だ
。
し
か
し
彼
女
は
公
主
と
稀
さ
れ
て
お

一
二
二
五
年
に
死
亡
し
た
。
そ
の
後
、

ら
ず
、

モ
ン
ゴ
ル
皇
族
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

イ

リ

ン

チ

ン

パ

ル

(
3
)
忠
覇
王
妃
撲
園
長
公
主
亦
憐
員
八
刺

エ

セ

ン

テ

ム

レ

ク
ピ
ラ
イ
の
第
六
皇
子
フ
ゲ
チ
の
子
、
管
王
也
先
帖
木
舟
の
息
女
で
あ
る
。
生
母
は
不
明
。
忠
粛
王
(
在
位
一
三
二
二
1
三

5
・二一一一
l
一二

九
)
の
即
位
後
、

一
一
一
一
一
六
年
に
降
嫁
さ
れ
た
が
、
三
年
後
に
死
亡
し
た
。
所
生
は
な
い
。
靖
和
公
主
と
追
誼
さ
れ
、

一
三
四
三
年
に
元
か
ら

375 

殺
園
長
公
主
に
迫
封
さ
れ
た
。
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(
4
)
忠
君
王
妃
曹
園
長
公
主
金
童

ア

ム

ガ

成
宗
テ
ム
ル
の
次
兄
ダ
ル
マ
パ
ラ
の
庶
長
子
、
貌
王
阿
木
寄
の
息
女
で
あ
る
。
生
母
は
不
明
。
亦
憐
畳
一
八
刺
公
主
の
浸
後
、

一
三
二
四
年
に

忠
覇
王
に
降
嫁
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
英
宗
シ
デ
イ
バ
ラ
(
在
位
二
二
二
O
l
一
二
二
)
に
よ
っ
て
忠
誠
を
疑
わ
れ
た
忠
粛
王
が
、
四
年
に
わ
た
る
元

都
抑
留
の
す
え
、
泰
定
帝
イ
ス
ン
テ
ム
ル
(
在
位
二
三
二
一
了
二
八
)
の
即
位
に
と
も
な
っ
て
復
権
を
は
た
し
た
時
の
こ
と
だ
っ
た
。
公
主
は
そ

の
翌
年
、
王
と
と
も
に
高
麗
入
り
し
龍
山
元
子
を
生
ん
だ
が
、
そ
の
年
一
八
歳
で
死
亡
し
た
。
そ
の
後
一
三
四
三
年
に
元
か
ら
曹
園
長
公
主
に

(
判
)

迫
封
さ
れ
て
い
る
。
な
お
龍
山
元
子
は
一
七
歳
で
死
亡
し
た
。

パ
ヤ
ン
ク
ト
ウ
グ

(
5
)
忠
君
王
妃
慶
華
公
主
伯
顔
忽
都

忠
粛
王
の
も
う
一
人
の
モ
ン
ゴ
ル
人
王
妃
、
伯
顔
忽
都
公
主
の
出
自
に
つ
い
て
、
『
高
麗
史
』
巻
八
九
・
后
妃
俸
の
本
停
は
「
蒙
古
女
」
と

し
か
記
さ
な
い
。
し
か
し
公
主
と
稽
さ
れ
る
以
上
、
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
家
系
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
は
不
明
と

す
る
が
、
苦
啓
慶
と
羅
賢
佑
は
、
ホ
ヂ
歳
月
賢
『
盆
粛
乱
藁
』
巻
九
上
・
忠
憲
王
世
家
に
「
皇
慶
突
丑
、
遜
王
位
子
世
子
江
陵
君
、
詳
宗
、

刺
式
賓
里
、
向
英
王
女
、
又
向
貌
王
二
女
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
世
子
江
陵
君
室
町
山
、
す
な
わ
ち
忠
粛
王
に
降
嫁
さ
れ
た
の
は
「
英
王
」
(
管

王
)
の
公
主
の
ほ
か
親
王
の
二
人
の
公
主
で
あ
り
、
伯
顔
忽
都
公
主
は
貌
王
阿
木
寄
の
息
女
に
し
て
金
童
公
主
の
姉
妹
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

正
鵠
を
射
た
見
解
で
あ
ろ
う
。
所
生
は
な
く
、

名
阿

14 

一
三
四
四
年
に
死
去
し
、

一
三
六
七
年
に
元
か
ら
粛
恭
徽
寧
公
主
を
贈
誼
さ
れ
た
。
生
母
は
不
明

で
あ
る
。

婚
姻
時
期
に
つ
い
て
は

『
高
麗
史
』
本
停
に
「
〔
忠
粛
〕
王
在
元
安
之
、
後
二
年
、
輿
王
来
」
と
あ
り
、
王
が
公
主
を
元
で
要
り
、
同
王
後

二
年
(
二
二
三
三
)
に
と
も
に
高
麗
入
り
し
た
と
い
う
こ
と
が
参
考
に
な
る
。
忠
粛
王
は
二
二
三

O
年
に
子
の
忠
恵
王
(
在
位
一
三
三
0
1
三
二
・

一二九
l
四
四
)
に
譲
位
し
た
が
、
こ
れ
は
忠
粛
王
が
時
の
丈
宗
ト
ク
テ
ム
ル
(
在
位
一
一
一
一
一
一
八
よ
冗
・
二
九
!
一
三
一
)
即
位
時
の
内
証
|
|
同
帝
が

泰
定
帝
の
後
嗣
ア
リ
ギ
パ
、

つ
い
で
白
ら
の
兄
明
宗
コ
シ
ラ
(
在
位
二
三
五
)
と
帝
位
を
争
っ
た
一
大
暦
の
内
乱
|
|
の
過
程
で
忠
誠
を
疑
わ
れ
、

こ
れ
に
釆
じ
て
忠
恵
王
の
支
持
者
が
策
動
し
た
結
果
だ
っ
た
。
そ
こ
で
同
王
は
退
位
後
た
だ
ち
に
入
元
し
、
復
位
運
動
を
展
開
し
た
模
様
で
あ



忠
粛
王
は
、
在
位
中
で
は
二
三
六
年
、

一
一
二
三
一
一
年
に
こ
れ
を
賓
現
、
翌
年
開
園
し
た
の
で
あ
る
。
伯
顔
忽
都
公
主
の
高
麗
入
り
は
こ
れ
に
と
も
な
う
も
の
だ
っ
た
。

(
必
)

一
一
一
一
一
一
一
}
(
二
五
年
に
も
入
元
し
た
が
、
こ
の
時
各
々
前
述
の
二
名
の
公
主
を
要
っ
て
い
る
。
そ

、

h
Hノの

際
同
時
に
伯
顔
忽
都
を
も
要
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
む
ね
記
載
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
他
の
公
主
の
動
向
が
そ
れ
な
り
に
記
録
さ

(
叫
)

れ
て
い
る
の
に
封
し
、
伯
顔
忽
都
の
記
録
が
皆
無
と
い
う
の
は
不
可
解
で
あ
る
。
ま
た
忠
覇
王
は
即
位
前
に
も
入
元
し
て
お
り
、
こ
の
時
す
で

に
同
公
主
を
要
っ
て
い
れ
ば
、
同
王
は
即
位
前
か
ら
鮒
馬
と
し
て
の
資
格
を
有
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
王
が
鮒
馬
の
稀
を
み
と
め
ら
れ
た

(
叩
)

の
は
二
一
二
六
年
に
公
主
を
降
嫁
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
伯
顔
忽
都
公
主
と
幾
年
も
前
に
婚
姻
し
な
が
ら
、
し
か
も
同
時
期

も
し
く
は
そ
の
後
に
他
の
公
主
を
要
り
な
が
ら
、
同
公
主
の
み
が
二
二
三
三
年
ま
で
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
も
奇
妙
な
話
で
あ
ろ
う
。

ゆ
え
に
伯
顔
忽
都
公
主
の
降
嫁
は
、

一二一一二

0
1
一
二
三
年
の
入
元
時
だ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
妻
が
死
亡
し
た
後
に
そ
の
姉
妹
を
要
る
典
型
的
な
ソ
ロ
レ

l
ト
婚
が
行
わ
れ
た
形
に
な
り
、

モ
ン
ゴ
ル
帝
室
で
は
多
く
の
類
例
が

15 

あ
る
。
高
麗
王
家
に
つ
い
て
は
、

一
人
の
王
が
姉
妹
を
要
る
こ
と
は
以
前
に
も
あ
っ
た
が
、

ソ
ロ
レ

l
ト
婚
に
相
首
す
る
ケ
l
ス
は
い
ま
の
と

」
ろ
確
認
で
き
な
い
。

な
お
慶
華
公
主
と
い
う
呼
稽
は
一
一
二
三
六
年
に
設
立
さ
れ
た
公
主
府
の
名
稽
に
ち
な
む
も
の
で
あ
る
。

イ
リ
ン
チ
ン
パ
ル

(
6
)
忠
恵
王
妃
徳
寧
公
主
亦
憐
畳
一
班

チ
ヨ
l
ベ
ル

忠
恵
王
は
一
三
三

O
年
に
最
初
に
即
位
し
た
際
、
ク
ピ
ラ
イ
の
第
七
皇
子
ア
ウ
ル
ク
チ
の
孫
で
あ
る
鎮
西
武
靖
王
(
閥
西
王
)
焦
八

テ
ヨ
ヌ
〈
ル

(
捌
思
班
)
の
息
女
、
亦
憐
異
班
公
主
を
要
っ
た
。
公
主
の
生
母
は
不
明
。
所
生
に
忠
穆
王
(
在
位
一
一
一
一
四
四
[
四
八
)
と
長
寧
翁
主
が
い
る
。

一
三
六
七
年
に
元
よ
り
貞
順
淑
儀
公
主
に
封
じ
ら
れ
、

(
崎
)

で
い
る
。

一
三
七
五
年
に
死
去
し
た
。
な
お
長
寧
翁
主
は
ウ
ン
ギ
ラ
ト
鮒
馬
家
(
魯
王
)
に
嫁
い

(
7
)
恭
思
王
妃
徽
諮
魯
園
大
長
公
主
賓
塔
光
正

377 

一
三
四
九
年
、
忠
定
王
(
在
位
一
三
四
九
1
五
二
と
の
王
位
継
承
競
争
に
敗
れ
元
廷
に
あ
っ
た
即
位
前
の
恭
思
王
(
在
位
二
豆
一
1
七
四
)
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に
降
嫁
さ
れ
た
。
所
生
は
な
く
一
三
六
五
年
に
死
亡
し
て
い
る
。
降
嫁
後
ほ
ど
な
く
一
冗
よ
り
承
慧
公
主
に
封
じ
ら
れ
、
浸
後
は
仁
徳
恭
明
慈
容

宣
安
王
太
后
の
競
を
贈
ら
れ
た
。

一
三
六
七
年
に
元
か
ら
魯
園
徽
翼
大
長
公
主
を
追
贈
さ
れ
、
後
に
徽
諜
魯
園
大
長
公
主
に
あ
ら
た
め
ら
れ
た
。

公
主
の
出
自
に
つ
い
て
『
高
麗
史
』
巻
八
九
・
后
妃
停
の
本
停
に
は
「
元
宗
室
貌
王
之
女
」
と
あ
る
。
こ
の
貌
王
に
つ
い
て
は
前
出
の
阿
木

(

釘

)

ボ

ロ

ト

テ

ム

ル

(

必

)

寄
と
み
る
説
が
多
数
汲
だ
が
、
阿
木
耳
の
子
で
あ
る
字
羅
帖
木
見
に
比
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
筆
者
は
字
羅
帖
木
見
説
を
と
る
が
、
そ
の
根
擦

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一一一一(必
)

七
O
年
、
賓
塔
失
里
公
主
の
父
で
あ
る
貌
王
の
死
が
高
麗
に
惇
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
阿
木
寄
は
す
で
に
二
二
二
四
年
に
死
亡
し
て
い
る
。

ま
ず
『
高
麗
史
』
巻
四
二
・
恭
慰
王
世
家
・
一
九
年
(
一
三
七
O
)
五
月
壬
子
に
、
「
王
聞
公
主
父
貌
王
諒
死
、
報
朝
素
膳
」
と
あ
り
、

し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
、
公
主
の
父
が
阿
木
耳
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
方
、
「
元
史
』
巻
一

O
七
・
宗
室
世
系
表
・
親
王
阿
木
耳
位
に
は
阿
木
寄
の
子
が
七
名
あ
が
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
親
王
と
記
さ
れ
る

16 

の
は
字
羅
帖
木
見
の
み
で
あ
り
、
以
降
の
世
代
に
つ
い
て
は
人
名
の
記
載
も
な
い
。
『
元
史
」
巻
一

O
八
・
諸
王
表
で
も
貌
王
に
つ
い
て
は
阿

木
耳
と
字
羅
帖
木
見
の
み
を
あ
げ
る
。
阿
木
寄
の
死
後
、
貌
王
位
は
字
羅
帖
木
児
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
貌
王
位
の
保
持
者
が
爾
名

に
か
、
ぎ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
恭
慰
王
と
通
婚
し
た
貌
王
は
字
羅
帖
木
児
以
外
に
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
元
史
』
巻
四
三
・
順
帝
本
紀
・
至
正
二
二
年
(
一
三
五
三
)
五
月
発
西
に
は
「
知
行
植
密
院
事
伯
家
奴
、
封
武
園
公
、
輿
諸
王
字
羅
帖
木

見
同
出
軍
」
(
知
行
枢
密
院
事
伯
家
奴
と
諸
王
李
羅
帖
木
兄
が
出
陣
)
と
あ
り
、
同
書
巻
一
九
四
・
喜
同
停
に
附
す
裏
陽
銀
事
司
達
魯
花
赤
塔
不
吉
室

一
夕
、
賊
劫
王
、
王
臥
未
能
起
、
矯
所
執
」
(
汝
寧
・
宅
州
に
在
陣
中
の

貌
王
が
賊
の
捕
囚
と
な
る
)
と
あ
る
。
金
恵
苑
は
雨
記
事
の
「
諸
王
字
羅
帖
木
見
」
と
「
貌
王
」
を
同
一
人
物
と
み
て
い
る
。
「
諸
王
字
羅
帖
木

の
所
停
に
「
貌
王
軍
汝
・
宅
、
塔
不
蓋
来
供
銅
。
王
噌
酒
、
軽
戦
備
。

児
」
の
出
陣
は
二
二
五
三
年
と
い
う
年
か
ら
み
て
、
官
時
安
徽
・
河
南
で
勢
力
を
唐
げ
て
い
た
紅
巾
軍
へ
の
釘
麿
だ
っ
た
公
算
が
大
き
い
。
塔

不
蓋
の
逸
話
は
正
確
な
年
代
が
不
明
だ
が
、
元
末
の
民
衆
反
乱
の
な
か
で
元
に
殉
じ
た
「
忠
義
」
の
所
俸
の
一
つ
で
あ
り
、
貌
王
が
「
賊
」
に

捕
ら
え
ら
れ
た
「
汝
・
宅
」
(
汝
寧
・
宅
州
)
は
韓
林
見
・
劉
一
脂
通
ら
に
ひ
き
い
ら
れ
た
紅
巾
軍
主
力
の
活
動
地
域
で
あ
る
。
金
の
指
摘
ど
お
り



な
ら
ば
、
恭
思
王
と
の
通
婚
時
に
お
け
る
貌
王
李
羅
帖
木
児
の
存
命
が
詮
明
さ
れ
よ
う
。

同
名
の
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
と
し
て
は
、
天
暦
の
内
乱
に
際
し
て
丈
宗
政
権
と
敵
封
し
て
捕
ら
え
ら
れ
、
慮
刑
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
「
諸
王
李

(
日
)

羅
帖
木
見
」
も
い
る
。
彼
が
貌
王
李
羅
帖
木
見
そ
の
人
で
あ
り
、
(
貫
際
こ
の
時
庭
刑
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
紅
巾
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
た
貌
王
は

別
人
で
あ
り
、
同
時
期
に
戦
陣
に
あ
っ
た
諸
王
李
羅
帖
木
児
と
も
お
そ
ら
く
別
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

王
表
に
は
、
貌
王
位
の
継
承
関
係
に
つ
い
て
記
載
漏
れ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

『
元
史
」
宗
室
世
系
表
と
諸

し
か
し
丈
宗
政
権
に
敵
封
し
た
「
諸
王
字
羅
帖
木
見
」
が
貌
王
そ
の
人
で
あ
る
保
謹
は
な
い
。
む
し
ろ
天
暦
の
内
乱
直
後
に
忠
甫
王
が
貌
王

字
羅
帖
木
児
の
女
兄
弟
で
あ
る
伯
顔
忽
都
公
主
を
要
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
に
は
疑
問
符
も
つ
く
。
前
述
の
ご
と
く
こ
の
時
忠

粛
王
は
丈
宗
政
権
へ
の
向
背
に
閲
す
る
自
身
へ
の
疑
惑
を
蹄
拭
す
べ
く
入
元
中
で
あ
っ
た
か
ら
、
同
政
権
に
敵
封
し
た
宗
王
家
と
の
縁
組
み
が

容
易
に
成
立
す
る
と
は
考
え
に
く
い
部
分
が
あ
る
。
あ
る
い
は
上
記
の
「
諸
王
字
羅
帖
木
見
」
が
貌
王
そ
の
人
だ
っ
た
と
し
て
も
、
文
宗
政
権

が
こ
れ
を
早
期
に
赦
克
し
た
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
か
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
状
で
は
貌
王
位
に
閲
す
る

『
元
史
』

の
記
述
や
、
紅
巾
軍

17 

と
の
戦
い
に
「
貌
王
」
と
「
諸
王
字
羅
帖
木
見
」
が
と
も
に
姿
を
み
せ
る
と
み
ら
れ
る
鈷
を
重
親
し
、
賓
塔
失
里
公
主
の
父
に
し
て
二
二
五

O

年
前
後
に
貌
王
位
に
あ
っ
た
人
物
は
字
羅
帖
木
見
と
み
て
お
く
の
が
穏
首
で
あ
る
(
な
お
公
主
の
生
母
は
不
明
)

0

(
8
)
漆
王
妃
前
倫
公
主

一
三

O
七
年
の
成
宗
テ
ム
ル
浸
後
の
奪
権
抗
争
で
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
(
在
位
三

δ
七

l
一
) 

仁
宗
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
(
在
位

二
O
)
兄
弟
を
支
持
し
た
忠
宣
王
は
、
そ
の
功
に
よ
り
溶
陽
王
に
封
じ
ら
れ
、
後
に
渚
王
に
改
封
さ
れ
た
。
王
は
高
麗
王
と
あ
わ
せ
て
二
つ
の

王
披
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
高
麗
王
位
を
忠
粛
王
に
譲
っ
た
後
も
溶
王
競
を
保
持
し
た
。
し
か
し
一
一
一
一
一
六
年
に
わ
が
子
の
ご
と
く
寵
愛
す
る

(

立

)

ス

ン

ン

ヤ

ン

甥
の
嵩
に
溶
王
位
を
譲
っ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
嵩
は
耳
目
王
カ
マ
ラ
の
子
で
あ
る
梁
王
松
山
の
息
女
前
倫
公
主
を
安
り
、
鮒
馬
に
な
っ
た

(
日
)

と
み
ら
れ
る
。
『
元
史
」
巻
一

O
九
・
諸
公
主
表
・
高
麗
公
主
位
で
は
同
公
主
が
「
口
園
公
主
」
と
記
さ
れ
、
何
ら
か
の
封
競
を
有
し
た
よ
う

379 

だ
が
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
公
主
の
生
母
も
不
明
で
あ
る
。
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忽
都
魯
掲
里
迷
失

へ
ク
ピ
ラ
イ
女
)

〒
|
l
i
l
i
-
-

嗣
四
回
帰
凶
附
|
阻
〉

一T
I
l
l
-
-

貞
信
府
主
王
氏

江
陽
公
滋

明
徳
太
后
洪
氏

ア
l
i
l
-
-

伯
顔
忽
都
(
ア
ム
ガ
女
)

一

金
童
(
ア
ム
ガ
女
)

T
I
l
i
l
i
-
-
-

亦
憐
員
八
刺

(
エ
セ
ン
テ
ム
ル
女
)

一
日
直
属

世
子
鑑

前
倫
(
ス
ン
シ
ャ
ン
女
)

一一

漆
王
膏

長
率
翁
主

↓
ウ
ン
ギ
ラ
ト
魯
王

龍
山
元
子

江
陵
大
君
徳
毒
|
|
|
漆
王
篤
采
不
花

高麗王家とモンコ引ル皇族の通婚関係

※国み線は高麗王。

モンゴル公主以外の関係者生母も表示。

太字はモンゴル公主。
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園5



(
日
)

そ
の
ほ
か
高
麗
の
傍
系
王
族
で
あ
る
平
陽
公
舷
(
額
宗
の
後
孫
)
の
息
女
伯
顔
忽
篤
は
、
東
宮
時
代
の
仁
宗
の
幸
を
得
た
と
い
い
、
生
母
で

(
日
)

あ
る
順
妃
許
氏
(
後
に
忠
宣
王
妃
)
の
墓
誌
で
は
「
伯
顔
忽
篤
皇
后
」
と
記
さ
れ
る
。
し
か
し
元
側
史
料
を
み
る
か
ぎ
り
彼
女
が
正
式
に
仁
宗

妃
と
な
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。
「
高
麗
史
』
公
主
惇
も
車
に
「
幸
を
得
た
」
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
。
王
統
か
ら
遠
く
離
れ
た
傍
系
宗

室
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
王
室
聞
の
れ
っ
き
と
し
た
縁
組
み
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
お
も
う
。
お
そ
ら
く
も
と
も
と
は
高
麗
支

(
日
)

配
層
か
ら
の
貢
女
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
後
宮
に
配
さ
れ
た
高
麗
女
性
の
一
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
王
室
聞
の
通

婚
事
例
か
ら
除
外
し
て
お
く
。

以
上
の
よ
う
に
、
高
麗
王
家
と
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
通
婚
関
係
は
も
っ
ぱ
ら
公
主
降
嫁
の
形
で
展
開
し
た
。
検
討
の
結
果
を
整
理
す
る
と
園
5

の
よ
、
つ
に
な
る
。

四

通
婚
パ
タ
ー
ン
の
特
徴

19 

前
節
ま
で
に
確
認
し
た
事
責
関
係
に
も
と
づ
き
、
本
節
で
は
高
麗
王
家
と
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
通
婚
パ
タ
ー
ン
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
私
見
を

整
理
し
て
ゆ
く
。
通
婚
背
景
の
複
雑
で
重
層
的
な
様
相
を
示
す
こ
と
で
、
先
行
研
究
の
見
解
、
と
り
わ
け
李
命
美
が
提
示
し
た
通
婚
封
象
王
家

の
詳
細
分
類
|
|
元
の
核
心
勢
力
(
ク
ピ
ラ
イ
、
カ
マ
ラ
)
、
西
南
部
に
所
在
す
る
宗
王
(
エ
セ
ン
テ
ム
ル
、
チ
ヨ

1
ペ
ル
)
、
前
代
の
通
婚
封
象
と

連
績
す
る
家
系
(
ス
ン
シ
ャ
ン
、
ア
ム
ガ
、
ボ
ロ
ト
テ
ム
ル
)
|
|
の
安
古
性
を
聞
い
な
お
し
て
み
た
い
。

〆'ーー、、、

一
¥ーーノ

公
主
降
嫁
の
み
の
通
婚

高
麗
王
家
と
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
通
婚
は
、
元
側
の
公
主
を
高
麗
に
降
嫁
す
る
と
い
う
一
方
通
行
の
形
態
を
と
る
。
こ
の
酷
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
東

方
に
お
け
る
非
モ
ン
ゴ
ル
系
姻
族
の
通
婚
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、

ひ
と
ま
ず
一
般
化
で
き
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
か
か
る
パ
タ
ー
ン
が
ユ

l
ラ

381 

シ
ア
全
域
で
貫
徹
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
沿
っ
て
通
婚
が
行
わ
れ
た
オ
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ン
グ
l
ト
王
家
や
ウ
イ
グ
ル
王
家
に
せ
よ
、

一
部
に
例
外
を
含
む
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、

モ
ン
ゴ
ル
皇
族
に
封
し
て
高
麗
の
王
女
が
嫁
ぐ
こ
と
は
絶
封
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
貼
が
問
題
に
な
る
。
賓
は
、
尉
馬

王
家
と
し
て
元
と
の
闘
係
が
親
密
化
し
た
一
一
一
一
世
紀
末
以
降
の
高
麗
王
に
は
、
モ
ン
ゴ
ル
公
主
の
所
生
と
し
て
は
天
逝
し
た
忠
烈
王
の
息
女
と

忠
恵
王
の
長
寧
翁
主
以
外
に
王
女
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
モ
ン
ゴ
ル
公
主
の
所
生
で
は
な
い
王
女
に
し
て
も
、
事
元
期
の
初
期
に
し
か

お
ら
ず
、

モ
ン
ゴ
ル
皇
族
へ
の
出
嫁
封
象
と
な
り
得
る
者
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
王
族
の
斉
安
公
淑
と
康
平
公
謹
に
嫁
、
さ
、
ま
た
忠
烈
王
に
は
天
逝
し
た

(
貯
)

忽
都
魯
掲
里
迷
失
公
主
の
所
生
以
外
に
も
靖
寧
院
妃
と
明
順
院
妃
が
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
王
族
企
奔
安
公
淑
と
漢
陽
公
慣
に
嫁
い
で
い
る
。
そ

(

印

凶

)

れ
ら
の
降
嫁
年
次
は
、
慶
安
宮
主
が
一
冗
宗
元
年
(
一
二
六
O
)
で
あ
る
こ
と
以
外
に
不
明
だ
が
、
成
寧
宮
主
が
嫁
い
だ
康
平
公
諒
は
忠
烈
王
一

(
悶
)

一
年
(
一
二
八
五
)
に
死
亡
し
て
い
る
。
ま
た
靖
寧
院
妃
と
明
順
院
妃
は
貞
信
府
主
王
氏
の
所
生
で
あ
る
。
府
主
は
元
宗
元
年
(
一
二
六
O
)
に

(

似

)

(

臼

)

忠
烈
王
に
嫁
い
だ
が
、
二
一
七
四
年
に
忽
都
魯
掲
里
迷
失
公
主
が
降
嫁
さ
れ
て
以
降
は
王
と
の
闘
係
が
断
絶
し
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
雨
院
妃

ト

ウ

ル

カ

ク

(

臼

)

は
忠
烈
王
の
即
位
前
|
|
お
そ
ら
く
王
が
二
一
七
一
年
よ
り
禿
魯
花
(
質
子
)
と
し
て
長
期
入
元
し
た
こ
ろ
ま
で
に
は
生
ま
れ
、
そ
の
在
位
期

す
な
わ
ち
元
宗
に
は
慶
安
宮
主
と
成
寧
宮
主
が
い
た
が
、
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聞
の
半
ば
ご
ろ
ま
で
に
婚
期
を
迎
え
て
降
嫁
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
元
宗
・
忠
烈
雨
王
の
王
女
は
元
と
の
闘
係
が
本
格
的
に
深

ま
る
以
前
に
園
内
で
降
嫁
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な

w
生
物
準
的
偶
然
。
が
重
な
る
た
め
、
高
麗
王
女
の
出
嫁
が
音
、
山
国
的
に
忌
避
さ
れ
た
と
は
、
車
純
に
断
定
で
き
な
い
部
分
が
残

さ
れ
る
。
伎
に
首
初
は
そ
う
だ
つ
た
と
し
て
も
、
長
寧
翁
主
が
皇
族
に
準
じ
る
最
有
力
モ
ン
ゴ
ル
姻
族
の
ウ
ン
ギ
ラ
ト
魯
王
家
に
嫁
い
だ
こ
と
。

ま
た
傍
系
の
出
で
あ
り
、
貢
女
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
後
宮
入
り
し
た
疑
い
も
あ
る
が
、
伯
顔
忽
焦
が
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
の
幸
を
う
け
、
「
皇
后
」

(
公
稽
か
否
か
は
不
明
)
と
稽
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
、
饗
化
の
き
ざ
し
を
み
い
だ
す
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
李
命
美
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

(
m
m
)
 

モ
ン
ゴ
ル
帝
室
の
通
常
の
通
婚
範
固
か
ら
外
れ
る
か
例
外
。
は
、
他
の
部
族
に
も
存
在
す
る
。
し

か
し
李
も
例
と
し
て
あ
げ
る
ジ
ャ
ラ
イ
ル
族
が
本
来
の
家
格
に
反
し
て
イ
ル
・
カ
ン
家
と
通
婚
し
た
の
は
、
彼
ら
が
フ
レ
グ
・
ウ
ル
ス
で
は
政



(
似
)

権
を
さ
さ
え
る
最
有
力
部
族
だ
っ
た
こ
と
に
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
元
で
は
「
蒙
古
」
と
匝
別
さ
れ
る
ウ
イ
グ
ル
族
の
部
将
に
も
、
フ
レ

(
侃
)

グ
・
ウ
ル
ス
で
は
譜
代
の
臣
と
し
て
政
権
の
中
植
に
位
置
す
る
者
が
い
た
。
各
モ
ン
ゴ
ル
政
権
を
構
成
す
る
諸
勢
力
の
位
置
づ
け
は
、
政
権
の

成
立
事
情
と
そ
の
後
の
朕
況
に
麿
じ
て
う
つ
り
か
わ
り
得
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

一
方
で
李
命
美
は
、
高
麗
王
家
に
封
し
公
主
降
嫁
の
み
の
通
婚
が
行
わ
れ
た
背
景
と
し
て
、
元
で
は
高
麗
女
性
の
後
宮
入
り
が
「
世
租
皇
帝

(

山

山

)

家
法
」
に
よ
り
忌
避
さ
れ
た
と
す
る
『
庚
申
外
史
』
の
記
事
ゃ
、
世
組
が
「
高
麗
と
事
を
共
に
せ
ず
」
と
誓
っ
た
と
す
る
元
の
監
察
御
史
李
泌

(

計

)

(

侃

)

の
護
言
に
注
目
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
元
末
、
順
帝
ト
ゴ
ン
テ
ム
ル
(
在
位
二
三
コ
一
了
七
O
)
に
よ
る
高
麗
女
性
奇
氏
の
立
后

を
批
判
し
、
王
朝
の
混
乱
・
衰
亡
を
こ
れ
に
結
び
つ
け
る
言
説
で
あ
る
。
こ
の
種
の
言
説
の
つ
ね
と
し
て
、
は
た
し
て
ク
ビ
ラ
イ
に
そ
の
よ
う

な
謹
言
が
あ
っ
た
の
か
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
。
「
高
麗
と
事
を
共
に
せ
ず
」
と
い
う
文
言
も
漠
然
と
し
て
お
り
、
元
が
ク
ビ
ラ
イ
以
来
、
高

麗
と
様
々
な
賄
で
「
事
を
共
に
」
し
て
き
た
事
賓
と
矛
盾
す
る
。
設
言
白
瞳
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
高
麗
女
性
の
輿
入
れ
に
閲
す
る
も
の
だ
っ

た
の
か
保
誼
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
高
麗
女
性
の
後
宮
入
り
は
、
こ
れ
以
前
に
も
前
述
の
伯
顔
忽
篤
に
く
わ
え
、
高
麗
の
重
臣
金

(ω) 

深
の
息
女
世
耐
昆
酌
が
仁
宗
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
の
皇
后
と
な
っ
た
例
も
あ
る
。
仮
に
高
麗
女
性
一
般
に
闘
し
て
後
宮
か
ら
の
排
除
原
則
が
あ
っ

21 

た
と
し
て
も
、

モ
ン
ゴ
ル
王
侯
の
一
員
た
る
地
位
を
獲
得
し
て
い
た
鮒
馬
高
麗
王
家
に
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
公
主
の
降
嫁
と
王
女
の
納
妃
が
同
等
に
行
わ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
に
せ
よ
、
高
麗
王
家
に
つ
い
て
も
、
時
代
の
推
移
と
と

も
に
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
と
相
互
に
女
性
を
や
り
と
り
す
る
婚
姻
形
態
へ
移
行
し
得
た
可
能
性
を
、
ま
っ
た
く
排
除
す
べ
き
で
は
な
い
と
お
も
う
の

で
あ
る
。

f¥ 

¥-〆

ク
ビ
ラ
イ
系
へ
の
限
定

高
麗
王
家
の
通
婚
釘
象
と
な
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
は
ク
ピ
ラ
イ
系
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
忠
烈
王
が
ク
ビ
ラ
イ
の
息
女
を
要
っ
た
後
は
チ
ン
キ
ム

383 

系
五
例
、

フ
ゲ
チ
系
一
例
、

ア
ウ
ル
ク
チ
系
一
例
で
あ
り
、
皇
帝
を
輩
出
す
る
チ
ン
キ
ム
系
の
比
率
が
高
い
。
か
か
る
皇
統
と
の
近
さ
は
前
述



384 

の
ご
と
く
オ
ン
グ
l
ト
王
家
と
も
共
通
す
る
。
し
か
し
ウ
イ
グ
ル
王
家
の
ご
と
く
オ
ゴ
デ
イ
系
と
の
通
婚
が
中
心
と
な
る
ケ
1
ス
も
あ
り
、
必

ず
し
も
元
の
全
鮒
馬
家
に
共
通
す
る
現
象
で
は
な
い
。
ま
た
元
代
の
オ
ン
グ
l
ト
王
家
は
ク
ピ
ラ
イ
系
と
の
通
婚
に
比
重
が
あ
る
一
方
で
他
系

と
も
通
婚
し
て
い
る
。
ク
ビ
ラ
イ
系
へ
の
完
全
な
限
定
は
、
通
婚
拭
況
の
詳
細
が
あ
る
程
度
う
か
が
え
る
尉
馬
家
の
な
か
で
、
ひ
と
ま
ず
高
麗

(
刊
)

王
家
だ
け
に
確
認
さ
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

忠
烈
王
に
封
す
る
ク
ピ
ラ
イ
の
公
主
の
降
嫁
は
嘗
然
だ
が
、

モ
ン
ゴ
ル
宗
王
家
と
の
通
婚
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
は
元
朝
中
央
政
府
の
意

向
が
闘
わ
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
承
認
が
前
提
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
婚
儀
の
過
程
が
記
録
さ
れ
た
事
例
を
み
る
と
、
忠
宣
王
の
場
合
、
元

朝
政
府
に
封
し
て
公
主
降
嫁
が
要
請
さ
れ
、
つ
い
で
婚
儀
の
日
取
り
と
忠
烈
王
の
出
席
を
も
と
め
る
帝
命
が
惇
達
さ
れ
、
元
の
宮
閥
に
お
い
て

(
九
)

諸
王
・
公
主
・
大
臣
の
列
席
の
も
と
婚
儀
が
行
わ
れ
た
。
忠
粛
王
と
菅
王
家
の
婚
姻
も
父
忠
宣
王
が
皇
帝
に
公
主
降
嫁
を
要
請
し
て
承
認
を
得

(

た

)

(

均

)

て
い
る
。
忠
恵
王
の
場
合
、
元
朝
中
央
で
婚
儀
が
行
わ
れ
、
官
一
徽
院
に
よ
り
権
臣
エ
ル
テ
ム
ル
の
邸
宅
で
宴
が
催
さ
れ
た
。
恭
慰
王
の
場
合
、

(

日

)

(

お

)

王
自
ら
「
北
庭
」
(
北
方
草
原
地
帯
)
に
お
も
む
い
て
公
主
を
迎
え
た
と
い
う
が
、
元
は
こ
れ
を
す
ぐ
に
承
誌
公
主
に
封
じ
て
い
る
の
で
、
そ
の

了
解
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
忠
覇
王
が
親
王
家
か
ら
二
人
の
耀
妃
を
迎
え
た
際
ゃ
、
溶
王
嵩
の
場
合
も
、
婚
儀
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
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元
朝
政
府
の
仲
介
や
了
解
が
あ
っ
た
と
み
て
大
過
な
い
と
お
も
う
。

問
題
は
、
高
麗
側
の
意
向
が
公
主
の
選
揮
を
ど
こ
ま
で
左
右
し
得
た
か
だ
が
、
溶
王
・
忠
君
王
(
亦
憐
置
(
八
刺
公
主
と
の
婚
姻
)

(

町

内

)

ど
一
部
の
事
例
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
面
を
高
く
許
慣
す
る
李
命
美
の
見
解
も
あ
る
。
た
だ
し
m
厳
密
に
は
、
史
料
的
な
制
約
か
ら
、
高
麗
側

(π) 

の
希
望
が
反
映
さ
れ
た
か
否
か
を
断
定
で
き
る
だ
け
の
事
例
は
な
く
、
李
の
指
摘
も
あ
く
ま
で
一
つ
の
可
能
性
に
と
ど
ま
る
。

ク
ピ
ラ
イ
家
と
の
通
婚
が
、
南
宋
・
日
本
に
封
す
る
経

-
恭
思
王
な

高
麗
王
家
の
通
婚
相
手
が
ク
ピ
ラ
イ
系
に
集
中
し
た
背
景
に
つ
い
て
、
李
命
美
は
、

略
や
、

モ
ン
ゴ
ル
高
原
東
部
に
大
勢
力
を
展
開
す
る
チ
ン
ギ
ス
諸
弟
の
後
商
、

い
わ
ゆ
る
東
方
三
王
家
を
牽
制
す
る
必
要
か
ら
、
高
麗
を
親
中

央
勢
力
化
し
よ
う
と
す
る
意
固
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
こ
と
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
そ
の
後
の
通
婚
範
園
を
規
定
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
。
ま
た

(

刊

日

)

高
麗
を
親
中
央
勢
力
化
し
よ
う
と
す
る
元
側
の
志
向
が
そ
の
後
も
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
筆
者
は
こ
の
説
に
一
定
の
説
得
力
を
み
と



め
る
も
の
だ
が
、

ク
ビ
ラ
イ
系
に
婚
姻
が
限
定
さ
れ
る
必
要
保
件
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
十
分
保
件
と
は
い
え
な
い
と
お
も
う
。
元
に
お
い

て
同
じ
く
親
中
央
勢
力
化
の
封
象
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
他
の
尉
馬
家
が
、
非
ク
ピ
ラ
イ
系
の
宗
王
と
も
遁
婚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
貼
に
関
連
し
て
李
命
美
は
、
鮒
馬
家
の
通
婚
相
手
が
決
定
さ
れ
る
際
に
は
、
元
朝
中
央
政
府
の
意
向
が
一
方
的
に
作
用
す
る
だ
け
で
は

(
内
)

な
く
、
地
理
的
要
因
や
、
各
宗
王
家
が
個
別
に
築
い
て
き
た
既
存
の
闘
係
も
影
響
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
し
か
に
オ
ン

グ
l
ト
王
家
や
ウ
イ
グ
ル
王
家
、
白
蘭
王
家
が
非
ク
ピ
ラ
イ
系
と
通
婚
し
た
こ
と
は
、
あ
る
程
度
そ
の
よ
う
な
観
酷
か
ら
説
明
で
き
よ
う
(
元

代
以
前
に
通
婚
し
た
家
系
と
の
連
績
性
ゃ
、
近
隣
の
宗
王
家
と
の
遁
婚
な
ど
)

0

一
方
、
高
麗
王
家
に
と
っ
て
地
理
的
に
近
い
か
、
元
代
以
前
よ
り
接

鰯
の
あ
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
宗
王
家
は
、

ク
ピ
ラ
イ
家
と
東
方
三
王
家
で
あ
る
。
そ
の
ク
ビ
ラ
イ
家
が
皇
統
を
縫
い
で
通
婚
が
は
じ
ま
り
、
東
方
三

王
家
と
の
接
近
が
中
央
政
府
に
忌
避
さ
れ
た
と
な
れ
ば
、
高
麗
王
家
の
通
婚
相
手
が
ク
ビ
ラ
イ
系
に
か
ぎ
ら
れ
た
の
は
首
然
に
も
み
え
る
。

(
剖
)

た
だ
し
ウ
イ
グ
ル
王
家
が
オ
ゴ
デ
イ
系
と
通
婚
闘
係
を
結
ん
だ
の
は
元
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
後
に
は
近
隣
の
コ
デ
ン
家
と
の
関
係
が

め
だ
つ
よ
う
に
な
る
が
、
火
赤
恰
見
的
斤
に
最
初
に
降
嫁
さ
れ
た
オ
ゴ
デ
イ
系
公
主
は
コ
デ
ン
の
兄
グ
ユ
ク
の
息
女
で
あ
り
、
コ
デ
ン
家
の
者

で
は
な
い
。
そ
の
子
の
紐
林
的
斤
に
降
嫁
さ
れ
た
二
人
の
公
主
も
「
オ
ゴ
デ
イ
の
孫
娘
」
と
い
う
だ
け
で
コ
デ
ン
家
と
の
つ
な
が
り
が
疑
わ
し

(
剖
)
ぃ
。
こ
れ
ら
の
婚
姻
は
い
ま
の
と
こ
ろ
李
命
美
が
い
う
よ
う
な
地
理
的
・
一
幣
史
的
縁
故
が
さ
だ
か
で
は
な
い
。
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ま
た
オ
ン
グ
1
ト
王
家
は
、

ク
ビ
ラ
イ
家
と
の
通
婚
が
は
じ
ま
っ
た
の
ち
、
非
ト
ル
イ
系
の
コ
ル
ゲ
ン
家
や
非
ク
ピ
ラ
イ
系
の
モ
ン
ケ
・
ア

リ
ク
ブ
ケ
家
と
も
通
婚
を
開
始
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ク
ピ
ラ
イ
家
と
の
通
婚
は
、
愛
不
花
に
ク
ピ
ラ
イ
の
息
女
月
烈
公
主
が
降
嫁
さ
れ
た
こ
と

に
は
じ
ま
る
が
、
雨
名
の
三
男
で
あ
る
阿
里
八
鰐
が
モ
ン
ケ
家
よ
り
、
四
男
の
北
忽
難
が
コ
ル
ゲ
ン
家
と
ア
リ
ク
ブ
ケ
家
よ
り
公
主
を
要
っ
た
。

愛
不
花
へ
の
公
主
降
嫁
の
時
期
は
特
定
し
が
た
い
が
、
至
元
八
年
(
一
二
七
一
)
附
け
の
記
事
内
に
「
壬
子
元
籍
の
愛
不
花
鮒
馬
(
附
馬
)
位

(
岱
)

下
の
人
戸
」
と
み
え
る
。
「
愛
不
花
鮒
馬
」
と
は
壬
子
年
(
一
二
五
二
)
昔
時
の
呼
稽
と
は
か
ぎ
ら
な
い
が
、
般
に
愛
不
花
が
そ
の
時
す
で
に
鮒

(
お
)

一
二
五
二
年
に
は
三
八
歳
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
季
女
」
(
末
娘
)
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馬
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ク
ピ
ラ
イ
自
身
が
二
二
五
年
の
生
ま
れ
で
、

(

刷

出

)

と
さ
れ
る
月
烈
が
婚
姻
と
出
産
の
適
齢
期
を
迎
え
た
の
は
一
二
五
二
年
を
い
く
ら
も
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
時
期
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
一
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(
お
)

二
六

O
年
に
ク
ビ
ラ
イ
が
即
位
し
た
昔
時
、
月
烈
の
息
子
た
ち
は
生
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
幼
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
阿
里
八
解
と

北
忽
難
が
コ
ル
ゲ
ン
・
モ
ン
ケ
・
ア
リ
ク
ブ
ケ
各
家
よ
り
公
主
を
要
っ
た
の
は
、
元
代
に
は
い
っ
て
か
ら
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
目
別
)

コ
ル
ゲ
ン
・
モ
ン
ケ
・
ア
リ
ク
ブ
ケ
各
家
の
所
在
地
は
特
定
し
が
た
い
が
、
少
な
く
と
も
オ
ン
グ

1
ト
領
近
遣
に
所
在
し
た
形
跡
は
な
く
、

元
初
に
は
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
分
封
さ
れ
た
各
家
の
所
領
|
|
ジ
ヨ
チ
・
チ
ヤ
ガ
タ
イ
・
オ
ゴ
デ
イ
家
の
西
方
ウ
ル
ス
と
チ
ン
ギ
ス
諸
弟
の
東
方

(
幻
)

ウ
ル
ス
の
聞
の
中
央
ウ
ル
ス
内
に
い
た
公
算
が
大
き
い
。
彼
ら
が
オ
ン
グ

1
ト
王
家
と
の
聞
に
ク
ピ
ラ
イ
家
を
超
え
る
一
昨
史
的
・
地
理
的
な
縁

故
を
有
し
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
れ
ら
の
王
家
は
、

に
属
し
、

ク
ピ
ラ
イ
即
位
時
に
は
こ
れ
と
釘
立
し
た
ア
リ
ク
ブ
ケ
の
支
持
祇

(
部
)

一
二
七
六
年
の
反
ク
ビ
ラ
イ
蜂
起
(
シ
リ
ギ
の
乱
)
に
関
わ
っ
た
者
も
い
る
。
オ
ン
グ

l
ト
王
家
は
か
か
る
王
家
と
も
新
た
に
通
婚

を
開
始
で
き
た
の
で
あ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
系
の
有
力
尉
馬
家
で
あ
る
イ
キ
レ
ス
昌
王
家
に
つ
い
て
、
元
代
、
阿
失
が
モ
ン
ケ
の
孫
娘
を
要
り
、
失
刺
揮
蓋
が
東

(

叩

閃

)

方
三
王
家
の
一
つ
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
木
南
子
よ
り
公
主
を
要
っ
た
と
い
う
ケ

l
ス
も
あ
る
。
高
麗
王
家
の
み
な
ら
ず
、
元
朝
治
下
の
他
の
尉
馬

(
別
)

家
に
閲
し
て
も
、
東
方
三
王
家
は
通
婚
封
象
か
ら
疎
外
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
完
全
に
排
除
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
貼
か
ら
す
る
と
、
高
麗
王
家
の
通
婚
封
象
に
非
ク
ピ
ラ
イ
系
が
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
な
り
に
特
殊
な
拭
況
と
い

そ
の
ほ
か
、

24 

え
る
で
あ
ろ
う
。
高
麗
側
が
皇
統
を
縫
い
だ
ク
ピ
ラ
イ
家
と
の
通
婚
を
望
ん
だ
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
が
、

一
般
論
と
し
て
、
元
朝
治
下

の
諸
鮒
馬
家
が
ク
ビ
ラ
イ
家
と
の
通
婚
に
熱
心
で
は
な
か
っ
た
と
も
考
え
に
く
い
。
か
か
る
通
婚
が
元
朝
政
府
の
意
固
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と

す
れ
ば
、

ク
ピ
ラ
イ
家
が
何
ら
か
の
意
味
で
、
高
麗
と
の
闘
係
を
殊
更
に
重
嗣
し
た
誼
に
も
み
え
る
。
前
速
の
ご
と
く
、
高
麗
王
家
の
通
婚
相

手
が
お
も
に
最
高
格
の
一
字
王
競
を
も
っ
王
家
だ
っ
た
事
責
|
|
オ
ン
グ

l
ト
王
家
や
ウ
イ
グ
ル
王
家
な
ど
で
は
特
に
み
ら
れ
な
い
傾
向
で
あ

る
ー
ー
も
、
あ
る
い
は
こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
見
方
を
か
え
る
と
、
通
婚
相
手
が
ク
ピ
ラ
イ
家
に
限
定
さ
れ
る
の
は
、
高
麗
王
家
が
モ
ン
ゴ
ル
帝
室
内
に
贋
範
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を

築
く
う
え
で
は
制
約
に
も
な
る
。
そ
も
そ
も
、

モ
ン
ゴ
ル
帝
室
が
線
瞳
と
し
て
は
高
麗
王
家
を
さ
ほ
ど
重
↓
咽
し
な
か
っ
た
が
た
め
、

ク
ビ
ラ
イ



家
に
よ
る
か
固
い
込
み
α

が
可
能
に
な
り
、
結
果
的
に
そ
の
よ
う
な
状
態
を
生
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
各
高
麗
王
の
首
代
な
い
し
前
代
の
皇
帝
と
の
近
親
度
は
必
ず
し
も
高
く
な
い
。
皇
女
・
皇
姉
妹
ク
ラ
ス
を
要
っ
た
の
は
忠
烈
王
だ
け
で

あ
り
、
オ
ン
グ
l
ト
王
家
(
会

O
例
)
は
も
ち
ろ
ん
、

ウ
イ
グ
ル
王
家
(
二
例
)
に
も
劣
る
。
皇
帝
の
姪
や
従
姉
妹
に
あ
た
る
菅
王
カ
マ
ラ
や
貌
王

ア
ム
ガ
の
公
主
に
し
て
も
、
婚
姻
首
時
に
お
け
る
出
身
王
家
の
政
治
的
立
場
は
、
必
ず
し
も
高
麗
王
家
に
と
っ
て
好
篠
件
ば
か
り
と
は
い
え
な
い
。

た
し
か
に
耳
目
玉
カ
マ
ラ
は
、
成
宗
テ
ム
ル
の
長
兄
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
統
括
・
鎮
守
を
捨
う
要
人
で
あ
っ
た
。
忠
宣
王
が
そ
の
公
主
を

(

川

出

)

要
っ
た
意
義
と
し
て
、
そ
の
貼
が
注
目
さ
れ
る
の
は
首
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
決
定
的
な
封
立
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
彼
と
成
宗
の

(
位
)

聞
に
は
帝
位
を
め
ぐ
る
葛
藤
が
潜
在
し
て
い
た
。
即
位
前
の
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
の
境
遇
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
へ
の
出
向

(

川

出

)

に
は
、
政
敵
に
大
き
な
軍
事
力
を
あ
た
え
る
危
険
性
を
は
ら
む
が
、
中
央
政
局
か
ら
の
厄
介
蹄
い
と
い
う
意
味
合
い
を
も
ち
得
る
。
忠
宣
王
に

と
っ
て
男
カ
マ
ラ
の
存
在
が
、
時
の
成
宗
政
権
と
の
関
係
構
築
上
、
形
式
的
に
は
と
も
か
く
賓
質
的
な
意
味
で
好
材
料
と
な
り
得
た
の
か
、
筒

(

川

円

)

ま
た
貌
王
ア
ム
ガ
は
武
宗
・
仁
宗
の
庶
兄
だ
が
、
仁
宗
朝
に
お
い
て
罪
を
得
て
高
麗
に
流
配
さ
れ
た
。
忠
粛
王
と
の
通
婚
成
立
は
、
政
権
が

(
何
)

カ
マ
ラ
系
(
泰
定
帝
)
に
い
れ
か
わ
っ
た
こ
と
で
赦
克
さ
れ
た
直
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
武
宗
・
仁
宗
と
の
血
縁
が
忠
君
王
の
後
ろ
盾
と
し
て
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車
に
は
断
定
で
き
な
い
。

格
別
の
意
味
を
も
っ
状
況
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
。
皇
帝
の
、
近
親
は
、
場
合
に
よ
っ
て
東
方
三
王
家
の
よ
う
な
傍
系
親
族
以
上
に
、
首
該
皇

帝
の
有
力
な
封
抗
馬
と
な
り
得
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
と
の
通
婚
が
首
該
鮒
馬
の
政
治
的
立
場
の
強
化
に
有
殺
で
あ
る
か
否
か
は
、
そ
の
時
賭

に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
帝
室
の
内
情
次
第
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
管
王
エ
セ
ン
テ
ム
ル
、
梁
王
ス
ン
シ
ャ
ン
、
貌
王
ボ
ロ
ト
テ
ム
ル
が
、
最
高
格
の
王
競
と
は
裏
腹
に
時
の
政
権
に
針
し
て
格
別
な
影

(

山

川

)

響
力
を
も
っ
存
在
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
先
行
研
究
の
指
摘
ど
お
り
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
王
競
の
格
が
劣
る
鎮
西
武
靖
王
チ
ョ

l
ベ
ル
の
ほ
う

(
幻
)

が
、
忠
恵
王
と
の
通
婚
昔
時
、
四
川
・
雲
南
に
お
い
て
反
政
府
勢
力
と
の
戦
闘
に
従
事
し
て
お
り
、
時
の
政
権
を
積
極
的
に
さ
さ
え
た
核
心
勢

力
と
い
え
る
。
チ
ョ

l
ベ
ル
は
そ
れ
以
前
か
ら
捨
吉
エ
リ
ア
で
地
方
反
乱
の
鎮
匿
に
従
事
し
て
い
た
が
、
天
暦
の
内
乱
で
反
丈
宗
祇
に
く
み
し

387 
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た
モ
ン
ゴ
ル
上
級
権
力
者
が
主
導
し
た
上
記
の
反
乱
は
、
文
宗
政
権
の
正
統
性
に
関
わ
る
重
大
事
件
だ
っ
た
。
時
の
中
央
政
府
と
の
強
い
結
び

つ
き
を
示
す
通
婚
事
例
と
し
て
は
ク
ピ
ラ
イ
の
ほ
か
に
チ
ョ

l
ベ
ル
を
あ
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
元
の
中
国
風
王
競
と
は
、
中
央
政
府
が
モ
ン
ゴ

(

川

町

)

ル
皇
族
に
釘
し
て
外
か
ら
あ
た
え
た
枠
附
け
に
す
、
ぎ
な
い
部
分
が
あ
る
た
め
、
そ
の
有
無
や
格
附
け
が
首
該
王
の
政
治
的
賓
力
を
客
観
的
に
反

映
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
、
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
高
麗
王
家
と
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
通
婚
に
は
、
皇
統
や
元
の
権
力
中
植
と
の
距
離
、
ま
た
モ
ン
ゴ
ル
帝
室
線
瞳
と
の
闘
係
と
い

う
貼
に
お
い
て
、
あ
る
意
味
で
疎
遠
な
様
相
を
呈
し
て
も
い
る
。
雨
園
の
通
婚
は
、
こ
う
し
た
親
疎
開
係
の
微
妙
な
は
ざ
ま
で
行
わ
れ
た
の
で

あ
る
。

ノFヘ、

一、、ー/

出
鎮
王
家
と
の
通
婚

跡
も
あ
る
。
忠
烈
王
以
降
の
通
婚
に
お
い
て
基
調
を
な
す
、

し
か
し
一
冗
の
園
家
統
合
、
な
い
し
そ
の
演
出
と
い
う
貼
に
お
い
て
、
高
麗
王
家
に
は
少
な
く
と
も
象
徴
的
な
重
要
性
が
確
か
に
存
在
し
た
形

(

川

間

)

い
わ
ゆ
る
出
鎮
王
家
と
の
通
婚
が
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

26 

ク
ビ
ラ
イ
は
帝
固
遺
境
の
各
方
面
に
自
ら
の
皇
子
を
分
封
し
、
軍
を
率
い
て
駐
在
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
モ
ン
ゴ
ル
高
原
を
統
括
す
る
北
平
王

(
北
安
王
)
ノ
ム
ガ
ン
と
、
元
朝
西
方
を
鎮
守
す
る
安
西
王
マ
ン
ガ
ラ
を
主
軸
と
し
て
、
そ
の
他
、
雲
南
王
フ
ゲ
チ
、
西
平
王
ア
ウ
ル
ク
チ
、

鎮
南
王
ト
ゴ
ン
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
雲
南
、

チ
ベ
ッ
ト
、
江
准
に
配
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
地
域
ご
と
に
出
鎮
王
家
の
配
置
は
複
雑
な
蟹
遷

を
た
ど
り
、
捨
宮
地
域
に
お
け
る
宗
王
の
権
限
も
時
と
場
所
に
よ
り
様
々
な
遣
い
が
あ
っ
た
が
、
軍
事
的
な
お
さ
え
と
し
て
に
ら
み
を
き
か
せ

る
と
い
う
賄
は
一
貫
し
て
い
る
。

忠
宣
王
の
自
男
耳
目
玉
カ
マ
ラ
は
、
嗣
子
の
な
い
ノ
ム
ガ
ン
を
縫
い
で
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
鎮
守
を
捨
っ
た
。
忠
粛
王
の
自
男
佐
官
王
エ
セ
ン
テ
ム
ル
は
、

父
フ
ゲ
チ
を
継
い
で
雲
南
の
鎮
守
を
捨
っ
て
い
た
。
忠
恵
王
の
男
鎮
西
武
靖
王
チ
ョ

l
ベ
ル
は
、
祖
父
ア
ウ
ル
ク
チ
の
代
よ
り
チ
ベ
ッ
ト
方
面

に
に
ら
み
を
き
か
せ
て
い
た
。



溶
王
妃
の
父
で
あ
る
梁
王
ス
ン
シ
ャ
ン
も
ま
た
雲
南
鎮
守
の
捨
い
手
で
あ
っ
た
。
ス
ン
シ
ャ
ン
自
身
は
高
麗
と
の
通
婚
前
、

ラ

オ

デ

イ

(

川

)

は
健
康
を
害
し
て
諸
王
老
的
(
鎮
曲
武
靖
王
チ
ヨ
1
ペ
ル
の
兄
弟
)
に
任
を
譲
っ
て
い
た
が
、
雲
南
鎮
守
を
捨
う
家
系
と
し
て
の
梁
王
家
の
存
在

一
三

O
九
年
に

感
は
ま
た
別
と
お
も
わ
れ
る
。
梁
王
家
の
雲
南
出
鎮
は
一
二
九

O
年
に
ス
ン
シ
ャ
ン
の
父
カ
マ
ラ
が
こ
れ
に
封
じ
ら
れ
た
時
か
ら
で
あ
り
、
カ
(
川
)

一
二
九
三
年
か
ら
ス
ン
シ
ャ
ン
が
梁
王
と
し
て
雲
南
に
出
鎮
し
た
の
で
あ
る
。

マ
ラ
が
耳
目
玉
に
改
封
さ
れ
て
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
帥
特
出
す
る
と
、

ス
ン
シ
ャ
ン
の
退
任
後
、
約
一

O
年
の
空
白
が
あ
る
が
、

一
三
二

O
年
に
ス
ン
シ
ャ
ン
の
子
王
禅
が
雲
南
王
に
封
じ
ら
れ
て
雲
南
に
出
鎮
し
、

(
別
)

一
三
二
四
年
に
梁
王
に
改
封
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
時
あ
わ
せ
て
王
樟
の
子
帖
木
児
不
花
も
雲
南
王
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
梁
王
家

は
代
々
雲
南
鎮
守
の
任
を
継
承
し
た
。
溶
王
旦
一
局
と
通
婚
し
た
昔
時
の
動
向
は
不
明
だ
が
、
雲
南
に
何
ら
か
の
影
響
力
を
維
持
し
て
い
た
可
能
性

も
排
除
で
き
な
い
し
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
役
割
が
期
待
さ
れ
る
家
系
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

李
命
美
が
類
型
化
し
た
西
南
部
に
所
在
す
る
宗
王
家
と
は
、
要
す
る
出
鎮
王
家
に
該
賞
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
耳
目
王
家
と
梁
王
家
を
も
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含
め
て
出
鎮
王
家
と
し
て
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
す
べ
き
だ
ろ
う
。

例
外
は
忠
粛
王
妃
二
名
と
恭
思
王
妃
を
だ
し
た
親
王
家
で
あ
る
。
貌
王
家
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
元
末
燕
京
の
地
方
志
『
析
津
志
』
天
下

(
m
m
)
 

結
名
(
「
、
氷
山
楽
大
典
』
各
一
九
四
二
六
)
に
、
北
京
(
内
蒙
古
自
治
匝
半
城
)
の
北
に
あ
る
「
高
州
」
結
(
内
蒙
古
自
治
匝
赤
峰
の
東
)
の
北
隣
に
「
阿

木
寄
大
王
府
」
拍
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
「
阿
木
寄
大
王
」
は
貌
王
ア
ム
ガ
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
、
赤
峰
方
面

附
近
に
貌
王
府
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
貌
王
家
と
高
麗
王
家
の
通
婚
に
関
し
て
は
、
忠
斎
王
の
場
合
と
も
に
縫
妃
だ
っ
た
こ

(
胤
)
と
、
恭
慰
王
の
場
合
、
王
位
継
承
競
争
に
敗
れ
た
状
態
で
の
通
婚
だ
っ
た
貼
が
注
意
さ
れ
る
。
忠
烈
王
以
降
、
王
位
継
承
者
と
し
て
形
式
上
確

た
る
地
位
を
有
す
る
世
子
や
新
王
が
は
じ
め
て
公
主
を
要
る
際
に
は
、

い
ず
れ
も
出
鎮
王
家
よ
り
公
主
が
降
嫁
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
た
や
高
麗
王
家
は
一
二
八
七
年
以
降
、
高
麗
に
お
け
る
元
の
最
高
統
治
機
関
た
る
征
東
行
省
の
長
官
(
米
相
)
を
品
兼
任
し
、
東
方
三
王
家
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と
日
本
を
ひ
か
え
た
元
朝
東
遣
の
お
さ
え
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
自
ら
も
そ
の
よ
う
な
自
負
を
表
明
し
て
い
た
。
李
命
美
は
、
く
り
か
え
し

(
陥
)

通
婚
が
行
わ
れ
る
鮒
馬
家
の
共
通
酷
と
し
て
帝
園
周
遣
部
に
お
け
る
軍
事
的
重
要
性
を
あ
げ
る
が
、
高
麗
王
家
も
こ
れ
に
該
首
す
る
の
で
あ
る
。
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中
央
政
府
が
仲
立
ち
し
て
帝
園
遺
境
の
各
地
を
代
表
し
て
鎮
守
に
あ
た
る
王
家
同
士
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
、
古
事
者
に
帝
園
内
で
の
白

己
の
位
置
づ
け
と
役
割
を
再
認
識
さ
せ
、
元
の
圃
家
統
合
、
す
な
わ
ち
帝
国
防
衛
網
の
連
繋
・
結
束
を
促
進
す
る
救
果
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
を

(
川
)

元
側
が
意
園
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
う
し
た
通
婚
パ
タ
ー
ン
が
額
著
な
特
徴
と
な
る
の
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
諸
尉
馬
家
の
な
か

で
も
高
麗
王
家
の
み
で
あ
る
。
同
家
の
通
婚
が
ク
ピ
ラ
イ
系
に
か
ぎ
ら
れ
、
か
つ
皇
帝
近
親
が
少
な
い
の
は
、
か
か
る
配
慮
が
特
に
優
先
さ
れ

た
た
め
か
も
し
れ
な
い
が
、

一
方
で
こ
れ
が
高
麗
王
家
を
元
の
皇
統
や
権
力
中
枢
か
ら
適
度
に
遠
ざ
け
る
こ
と
に
矛
盾
し
な
い
貼
も
注
意
さ
れ

る
。
通
婚
封
象
と
な
る
出
鎮
王
家
が
各
代
で
か
わ
る
傾
向
も
特
定
宗
王
家
と
の
親
密
化
を
妨
げ
て
い
る
が
、
遠
隔
地
の
王
家
と
通
婚
す
る
こ
と

自
盟
、
同
様
な
放
果
が
諜
想
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
も
ま
た
元
側
の
意
園
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

(
四
)

王
位
継
承
と
の
闘
係

特
殊
な
立
場
で
あ
る
溶
王
嵩
を
の
ぞ
き
、
高
麗
王
家
の
鮒
馬
は
み
な
高
麗
園
の
首
主
と
な
っ
た
。
こ
の
貼
は
ウ
イ
グ
ル
王
家
と
も
類
似
す
る
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が
、
オ
ン
グ
l
ト
王
家
の
鮒
馬
に
は
昔
主
で
は
な
く
、
他
に
王
競
な
ど
も
確
認
さ
れ
な
い
者
も
い
る
。
『
元
史
」
宗
室
世
系
表
か
ら
も
わ
か
る

ょ
、
つ
に
、

モ
ン
ゴ
ル
で
は
一
つ
の
王
家
か
ら
新
た
な
王
家
が
分
校
し
て
い
く
。
こ
れ
は
成
長
し
た
息
子
た
ち
が
一
定
の
連
携
を
保
ち
つ
つ
も
家

分
け
し
て
濁
立
し
て
ゆ
く
牧
民
枇
舎
の
習
慣
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
が
、
鮒
馬
家
の
首
主
以
外
へ
の
公
主
降
嫁
も
こ
の
こ
と
に
関
係
し
よ
う
。

方
、
中
央
集
権
的
な
王
朝
に
お
い
て
王
座
は
唯
一
で
あ
り
、
牧
民
政
権
の
よ
う
な
家
分
け
は
な
り
た
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
傍
系
の
嵩
が
漆
王
に

封
じ
ら
れ
て
鮒
馬
と
な
っ
た
こ
と
は
高
麗
支
配
層
に
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。
濁
自
の
政
権
基
盤
を
も
た
な
い
嵩
は
、
高
麗
本
固
の
王
位
獲
得
を

め
ざ
し
て
策
動
を
く
り
か
え
し
た
の
で
あ
る
。
溶
王
競
は
首
初
忠
宣
王
が
高
麗
王
競
と
と
も
に
兼
帯
し
た
位
を
嵩
に
譲
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

白
瞳
に
高
麗
分
裂
策
と
い
う
意
固
は
な
い
。
こ
れ
に
起
因
す
る
高
麗
の
混
乱
は
、
異
質
な
一
肱
曾
の
習
慣
が
も
た
ら
し
た
副
作
用
と
い
え
る
。

モ
ン
ゴ
ル
公
主
を
要
っ
て
尉
馬
に
な
る
こ
と
で
、
モ
ン
ゴ
ル
王
侯
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
、
そ
れ

(
川
)

に
み
あ
っ
た
待
遇
を
一
定
の
範
園
で
、
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
高
麗
王
家
に
と
っ
て
元
の
傘
下
に
お
け
る
生
存
戦
略
と
し
て
重
要

と
も
あ
れ
事
元
期
歴
代
の
高
麗
王
は
、



な
意
味
を
も
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
忠
粛
王
や
忠
恵
王
の
よ
う
に
公
主
を
要
る
前
に
即
位
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
し
、
忠
穆
王
や
忠
定
王
の
よ
う
に

幼
王
で
あ
れ
ば
首
然
未
婚
で
あ
る
。
し
か
し
忠
君
王
や
忠
恵
王
の
最
初
の
即
位
は
、
政
情
の
饗
化
に
よ
り
父
王
が
急
逮
退
位
し
た
た
め
で
あ
っ

(
問
)
た
。
公
主
降
嫁
と
の
順
序
が
謹
聴
し
た
の
は
そ
の
影
響
と
み
ら
れ
る
が
、
忠
恵
王
の
場
合
は
一
月
ほ
ど
の
差
に
す
ぎ
ず
、
ほ
と
ん
ど
同
時
進
行

(
川
)

し
た
に
等
し
い
。
公
主
降
嫁
は
即
位
の
前
提
僚
件
で
は
な
い
に
せ
よ
、
早
急
に
整
え
る
べ
き
要
件
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

か
か
る
重
要
性
の
た
め
か
、
か
正
統
な
王
位
継
承
者
が
公
主
を
要
る
α

こ
と
か
ら
轄
じ
て
、
後
に
は
グ
公
主
を
要
る
こ
と
で
襲
位
の
資
格
を

得
る
u

と
い
う
展
開
が
生
ま
れ
で
も
い
る
。
す
な
わ
ち
傍
系
王
族
の
瑞
興
侯
瑛
は
、
忠
烈
王
代
末
に
王
位
耀
承
候
補
者
に
浮
上
し
て
本
来
の
後(m) 

嗣
で
あ
る
忠
宣
王
と
針
立
し
た
が
、
そ
の
際
に
彼
の
支
持
抵
は
、
元
に
釘
し
て
忠
宣
王
妃
賓
塔
賓
憐
公
主
を
瑛
に
改
嫁
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
。

恭
慰
王
も
ま
た
王
位
継
承
競
争
で
い
っ
た
ん
忠
定
王
に
敗
れ
た
直
後
に
公
主
を
要
り
、

二
年
後
に
奪
権
を
は
た
し
た
。
さ
ら
に
忠
君
王
は
、
元

朝
政
府
と
の
闘
係
悪
化
に
よ
り
二
度
の
失
権
を
経
験
し
た
際
、
そ
の
復
権
過
程
に
お
い
て
い
ず
れ
も
モ
ン
ゴ
ル
公
主
を
継
妃
に
迎
え
て
い
る
。

関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
公
主
の
家
系
が
連
績
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
溶
王
嵩
は
忠
宣
王
妃
の
姪
に
あ
た
る
公
主
を
要
り
、
恭
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こ
れ
ら
二
王
の
事
例
も
同
じ
丈
脈
で
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

殿
山
王
は
忠
君
王
妃
(
金
童
・
伯
顔
忽
都
)
の
姪
に
あ
た
る
公
主
を
要
っ
た
が
、
こ
の
二
王
に
は
異
例
・
非
正
常
な
襲
位
で
あ
っ
た
と
い
う
共
通
知

が
あ
る
。
溶
王
嵩
は
傍
系
王
族
に
す
、
ぎ
な
い
が
、
彼
を
寵
愛
す
る
忠
宣
王
の
音
山
向
に
よ
り
高
麗
王
と
同
格
の
溶
王
位
を
譲
ら
れ
た
。
恭
殿
山
王
も

い
っ
た
ん
は
王
位
縫
承
ラ
イ
ン
か
ら
外
れ
な
が
ら
奪
権
を
は
た
し
た
。
そ
の
た
め
か
、
そ
の
即
位
宣
言

(
山
)

で
は
忠
恵
・
忠
穆
・
忠
定
の
三
代
を
歎
殺
し
、
祖
父
忠
宣
王
や
父
忠
粛
王
と
の
継
承
闘
係
の
み
を
唱
え
て
い
る
。
以
上
の
一
致
が
偶
然
で
は
な

(
出
)

く
、
か
っ
配
偶
者
選
揮
に
高
麗
側
首
事
者
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
衣
鉢
を
纏
ぐ
べ
き
前
王
の
妃
と
同
じ
家
系
の
公
主
を
迎
え
る
こ

(
山
)

と
が
、
異
例
・
非
正
常
な
王
位
纏
承
に
際
し
正
統
性
を
補
う
候
件
と
な
っ
た
可
能
性
が
出
て
こ
よ
う
。

兄
忠
恵
王
の
二
子
が
襲
位
す
る
な
か
、

瑞
血
ハ
侯
瑛
が
王
位
継
承
候
補
に
浮
上
し
た
際
、
そ
の
支
持
一
以
が
瑛
に
封
す
る
新
た
な
公
主
降
嫁
で
は
な
く
、
あ
え
て
忠
宣
王
妃
の
改
嫁
を
求
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め
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
瑛
が
鮒
馬
の
地
位
を
獲
得
す
る
一
方
、
忠
宣
王
か
ら
は
そ
の
地
位
を
奪
う
と
い
う
一
石
二
鳥
の
放
果
が
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み
と
め
ら
れ
る
が
、
王
妃
の
血
筋
の
連
績
性
が
襲
位
の
正
統
性
を
補
う
と
い
う
見
方
が
可
能
な
ら
ば
、
本
来
即
位
資
格
の
な
い
瑞
興
侯
に
と
っ

て
、
前
王
妃
を
要
る
こ
と
自
瞳
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
他
の
モ
ン
ゴ
ル
鮒
馬
家
で
は
、
首
主
が
死
亡
し
た
後
、
そ
の
妃
で
あ

る
モ
ン
ゴ
ル
公
主
を
新
首
主
が
要
る
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
婚
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
先
に
レ
ヴ
ィ
レ

1
ト
婚
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
で

首
主
の
交
替
を
進
め
よ
う
と
す
る
か
の
ご
と
き
観
が
あ
る
。

五

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
高
麗
王
家
と
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
通
婚
闘
係
に
つ
い
て
、
基
礎
的
な
事
賓
聞
係
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
う
か
が
え
る
パ

タ
ー
ン
に
つ
い
て
、
オ
ン
グ
l
ト
王
家
・
ウ
イ
グ
ル
王
家
な
ど
他
の
モ
ン
ゴ
ル
尉
馬
家
と
も
比
較
し
つ
つ
考
察
し
た
。
通
婚
パ
タ
ー
ン
の
意
味

に
つ
い
て
は
、
史
料
の
絶
封
的
不
足
の
た
め
基
本
的
に
可
能
性
の
指
摘
に
と
ど
ま
る
一
方
で
、
あ
え
て
大
謄
な
深
謹
み
を
試
み
た
部
分
も
あ
る

高
麗
王
家
と
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
通
婚
は
、
元
側
か
ら
高
麗
側
に
公
主
を
降
嫁
す
る
だ
け
の
一
方
通
行
の
形
態
を
と
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
は
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が
、
現
状
に
お
い
て
指
摘
で
き
る
事
柄
を
あ
ら
た
め
て
整
理
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

高
麗
側
か
ら
出
嫁

L
得
る
王
女
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
う
生
物
準
的
偶
然
が
影
響
し
た
可
能
性
も
あ
り
、
意
園
的
な
措
置
で
あ
っ
た
か
に
つ

い
て
は
含
み
を
残
す
べ
き
で
あ
る
。

高
麗
王
家
の
通
婚
範
園
は
ク
ピ
ラ
イ
家
に
か
ぎ
ら
れ
た
が
、
高
麗
に
封
す
る
元
の
親
中
央
勢
力
化
の
意
圃
を
勘
案
し
て
も
特
殊
な
状
況
で
あ

る
。
こ
れ
は
高
麗
に
封
す
る
元
朝
政
府
の
特
別
な
配
慮
に
も
み
え
、
そ
の
こ
と
は
降
嫁
さ
れ
た
公
主
の
多
く
が
最
高
格
の
宗
王
家
の
出
身
で
あ

る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
は
、

モ
ン
ゴ
ル
帝
室
線
睦
と
の
闘
係
や
、
個
々
の
皇
帝
お
よ
び
元
の
権
力
中
植
と
の
匝
離

を
み
た
場
合
、
抑
制
的
な
面
も
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
出
鎮
王
家
と
の
通
婚
が
基
調
を
な
し
て
い
る
貼
は
、
元
の
園
家
統
合
策
の
一
環
と
し
て
の

意
味
合
い
が
考
え
ら
れ
、
高
麗
王
家
の
特
質
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

高
麗
王
家
に
と
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
公
主
の
降
嫁
は
第
一
に
元
の
傘
下
に
お
け
る
生
存
戦
略
と
し
て
重
要
だ
っ
た
が
、
さ
ら
に
は
個
別
の
王
位
継



承
の
正
統
性
に
闘
わ
る
問
題
と
も
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
特
に
前
代
の
王
妃
と
同
一
家
系
の
公
主
を
迎
え
る
例
が
注
目
さ
れ
、
そ
こ
に
は
異

例
な
王
位
継
承
と
い
う
共
通
勤
が
あ
る
。
公
主
の
選
揮
に
高
麗
側
首
事
者
の
意
志
が
反
映
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
公
主
の
家
系
の
連
績
性
が
襲
位

の
正
統
性
を
補
う
要
素
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
高
麗
王
家
と
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
通
婚
闘
係
に
は
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、
李
命
美
の
提
示
し
た
枠

組
み
は
有
数
性
と
と
も
に
補
正
の
絵
地
が
あ
る
。
個
別
事
項
に
関
す
る
筆
者
の
見
解
は
本
論
で
示
し
た
と
お
り
だ
が
、
特
に
注
音
却
す
べ
き
は
、

ス
ン
シ
ャ
ン
や
チ
ョ

l
ベ
ル
の
よ
、
つ
に
、

一
つ
の
通
婚
例
が
複
数
の
パ
タ
ー
ン
に
絡
む
ケ

l
ス
で
あ
る
。
李
命
美
の
分
類
で
は
一
つ
の
通
婚
事

例
を
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
の
み
把
握
し
て
お
り
、
朕
況
を
単
純
化
し
す
、
ぎ
て
い
る
。
高
麗
王
家
に
封
す
る
公
主
降
嫁
は
複
数
の
饗
数
が

複
合
的
に
作
用
し
あ
う
な
か
で
展
開
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
通
婚
パ
タ
ー
ン
の
背
景
や
理
由
に
闘
す
る
以
上
の
議
論
は
、

お
も
に
高
麗
・
元
い
ず
れ
か
の
首
事
者
の
意
固
に
よ
り
パ
タ
ー
ン
が
生

31 

み
だ
さ
れ
た
と
い
う
仮
定
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
あ
た
り
は
史
料
不
足
の
た
め
不
確
定
要
素
が
大
き
く
、
と
り
わ
け
生
物
撃
的
な
偶
然
が
問
題

で
あ
る
。
各
時
代
で
高
麗
王
家
が
遁
婚
を
望
ん
だ
時
、
婚
期
を
迎
え
た
公
主
が
帝
室
内
に
ど
れ
だ
け
存
在
し
、
他
の
鮒
馬
家
と
の
通
婚
と
も
絡

ん
で
、
そ
の
う
ち
高
麗
王
家
に
降
嫁
し
得
る
公
主
は
ど
こ
に
ど
れ
だ
け
い
た
の
か
。
通
婚
パ
タ
ー
ン
が
偶
然
の
産
物
で
あ
り
、
そ
こ
に
格
別
な

意
圃
が
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
態
も
、
現
時
時
で
は
想
定
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
諸
見
解
は
、
今
後
ユ
ー
ラ
シ
ア
各
地
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
や
酎
馬
家
の
通
婚
事
例
を
総
合
し
て
相
互
に
封
照
す
る
こ
と
で
、
蓋

然
性
を
検
誰
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
高
麗
王
家
の
一
般
性
と
特
殊
性
が
明
ら
か
に
な
り
、
特
殊
性
に
つ
い
て
は
数
多
の
パ
リ
エ

l
シ

ヨ
ン
の
な
か
で
の
一
ケ
l
ス
な
の
か
、
そ
れ
と
も
他
と
は
お
よ
そ
別
次
元
の
異
質
性
な
の
か
、
判
別
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

参

考

文

献
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一
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江
L
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口
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透
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盆
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志

茂
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明
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正

明

森森森村松松松杉杉

千平平岡田田田山山

雅雅雅 孝孝孝正正

彦彦彦倫一一一明明

一
九
九
三
「
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
家
の
通
婚
関
係
の
愛
逗
」
『
東
洋
史
研
究
』
第
五
二
巻
第
三
披

一
九
九
九
「
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
家
の
通
婚
関
係
に
み
ら
れ
る
封
栴
的
婚
姻
縁
組
」
『
園
立
民
族
撃
博
物
館
研
究
報
告
』
別
所
二

O
競

二
0
0
八
「
フ
レ
グ
家
の
通
婚
閥
係
に
み
ら
れ
る
交
換
婚
」
『
北
東
ア
ジ
ア
研
究
』
別
所
第
一
競

二
0
0
0
「
元
代
オ
ン
グ
ト
部
の
王
府
社
「
オ
ロ
ン
・
ス
ム
」
の
調
査
」
同
著
『
江
上
波
夫
文
化
史
論
集
5

遊
牧
文
化
と
東
西
交
渉
史
」

山
川
出
版
枇

一
九
八
九
「
サ
キ
ヤ
パ
の
権
力
構
造
|
|
チ
ベ
ッ
ト
に
到
す
る
元
朝
の
支
配
力
の
許
債
を
め
ぐ
っ
て
」
「
史
峯
』
第
三
競

一
九
七
五
「
オ
ル
ジ
タ
イ
・
ハ
ト
ウ
ン
降
嫁
の
事
情
(
一
)
|
|
イ
ル
・
ハ
ン
園
の
グ
ル
ジ
ア
政
策
」
「
史
朋
』
第
二
競

一
九
四
三
日
「
モ
ン
ゴ
ル
人
支
配
時
代
の
ウ
イ
グ
リ
ス
タ
ン
(
上
)
」
『
史
学
雑
誌
』
第
五
四
編
第
八
競

一
九
四
三
b

「
モ
ン
ゴ
ル
人
支
配
時
代
の
ウ
イ
グ
リ
ス
タ
ン
(
下
)
」
『
史
学
雑
誌
』
第
五
四
編
第
九
競

一
九
五
一
「
河
凶
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
封
建
王
侯
」
和
田
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
編
纂
委
員
合
『
和
田
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論

叢
』
講
談
壮

一
九
二
一
六
「
迂
古
部
族
考
」
『
東
方
向
学
報
(
東
京
)
』
第
六
冊

一
九
九
五
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
園
史
研
究
序
説
|
|
イ
ル
汗
凶
の
中
核
部
族
』
東
京
大
準
出
版
舎

一
九
九
五
「
大
元
ウ
ル
ス
の
三
大
王
国
|
|
カ
イ
シ
ャ
ン
の
奪
穫
と
そ
の
前
後
(
上
)
」
『
京
都
大
皐
文
皐
部
研
究
紀
要
」
第
三
四
競

二
O
O
四

a
「
モ
ン
ゴ
ル
帝
園
の
原
像
|
|
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
王
凶
の
出
現
」
同
著
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
固
と
大
元
ウ
ル
ス
』
京
都
大
皐
血
学
術

出
版
舎

二
0
0
四
b

「
ふ
た
つ
の
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
|
|
チ
ュ
ベ
イ
王
家
の
興
亡
」
同
著
「
モ
ン
ゴ
ル
帝
園
と
大
元
ウ
ル
ス
』
京
都
大
皐
皐
術
出
版
舎

二
O
O
四
C

「
東
西
文
献
に
よ
る
コ
デ
ン
王
家
の
系
譜
」
同
著
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
園
と
大
元
ウ
ル
ス
』
京
都
大
墜
事
術
出
版
舎

一
九
七
九
「
一
冗
朝
期
の
分
封
制
|
|
安
西
王
の
事
例
を
中
心
と
し
て
」
『
史
準
雑
誌
』
第
八
八
編
第
八
競

一
九
八
三
「
ユ
ブ
ク
ル
等
の
元
朝
投
降
」
『
立
命
館
史
息
干
』
第
四
披

一
九
九
四
「
ト
ゥ
ル
イ
家
の
ハ
ン
ガ
イ
の
遊
牧
地
」
「
立
命
館
文
民
子
』
第
五
三
七
競

一
九
八
五
「
シ
リ
ギ
の
乱
|
|
元
初
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
争
乱
」
『
束
洋
史
苑
』
第
二
四
・
二
五
合
併
競

一
九
九
八

a
「
鮒
馬
高
麗
園
王
の
成
立
|
|
元
朝
に
お
け
る
高
麗
王
の
地
位
に
つ
い
て
の
珠
備
的
考
察
」
『
東
洋
墜
報
』
第
七
九
巻
第
四
競

一
九
九
八
b

「
高
麗
王
位
下
の
基
礎
的
老
桑
|
上
人
元
ウ
ル
ス
の
一
分
権
勢
力
と
し
て
の
高
麗
王
家
」
「
朝
鮮
史
研
究
舎
論
文
集
』
第
三
六
集

二
0
0
一
「
元
朝
ケ
シ
ク
制
度
と
高
麗
王
家
|
|
高
麗
・
元
関
係
に
お
け
る
禿
魯
花
の
意
義
に
関
連
し
て
」
「
史
的
学
雑
誌
』
第
二

O
編
第
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二
競

高
柄
胡
一
九
七
四
「
一
冗
斗
斗
閣
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斗
同
浸
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」
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吐
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斗
7
|
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針
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唱
司
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恵
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特
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|
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王
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家
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吾
号
、
川
口
凸
一
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『
梨
大
史
N

処
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第
二
四
・
二
五
合
輯

召一豆玉
O

(

詳
註
)
二

O
O
二
『
H
T
Z
守
寸
|
|
斗
ぺ
亡
一
叫
人
日
斗
召
斗

1
』
斗
柿
吾

汁百一豆玉
O

(

詳
註
)
二

OOT--
『社副
7τ
ア
A
1
E
一
己
|
|
斗
ぺ
亡
一
叫
人
叫
し
斗
召
斗

3
』
外
材
対
邑

柳
洪
烈
一
九
五
七
「
高
麗
判
元
叶
釘
せ
貢
女
」
『
震
檀
山
川
子
報
」
第
一
八
競

本

十

命

美

二

O
O
三
「
高
麗
・
一
川
王
室
通
婚
司
政
治
的
判
叶
」
『
韓
園
史
論
(
斗
o
主
人
)
』
四
九
集

張
束
翼
一
九
九
四
『
高
麗
後
期
外
交
史
研
究
』
一
潮
閤

す

ユ

T

せ

二

O
O
二

2
0叶
|
|
号
ユ
可
白
一
豆
苦
司
、
社
。
T
司

叶
M
U
E

一
己
斗
吋
寸
け
吋
』
ユ
可
号
、
科
豆
喧

習

会

今

一

九

九

二

「

元

公

主

告

社

外
o
叶
斗
亡
す
す
斗
オ
又
刻
什
司
寸
叶
寸
司
L
J

砕
」
同
著
豆
、
司
、
川
叫
斗
后
妃
』
民
音
枇

越
歳
佑
一
九
九
九
「
日
世
紀
初
会
ユ
T
E
一
部
継
承
紛
争
斗
ユ
背
景
」
『
付
金
大
東
洋
史
的
学
科
論
集
』
第
一
一
一
一
一
輯

方

慧

二

0
0
一
「
大
理
線
管
段
氏
世
次
年
歴
及
其
輿
蒙
元
政
権
闘
係
研
究
』
雲
南
教
育
出
版
枇

取

世

民

二

0
0
一
「
同
鵠
文
《
亦
都
護
高
昌
王
世
動
碑
》
研
究
」
同
著
『
新
彊
文
史
論
集
』
中
火
民
族
大
事
出
版
枇

黄
文
弼
一
九
八
九
「
亦
都
護
高
昌
王
世
勤
碑
復
原
井
校
記
」
黄
烈
編
『
古
文
弼
歴
史
考
古
論
集
』
文
物
出
版
枇

喜

昔

二

O
O
三
『
元
代
高
麗
貢
女
制
度
研
究
』
民
族
出
版
枇

↓
晶
子
治
安
二

O
O
七
『
元
代
分
封
制
度
研
究
(
増
訂
本
)
』
中
華
書
局

羅
賢
佑
一
九
八
七
「
試
論
元
朝
蒙
古
皇
室
的
聯
姻
閥
係
」
中
園
献
曾
科
向
学
院
民
族
研
究
所
主
編
『
中
園
民
族
史
研
究
』
中
園
枇
曾
科
挙
出
版
世

上
卜
恰
爾
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提
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劉
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勝
一
九
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じ
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研
究
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元
史
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史
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集
刊
』
第
八
期

語
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編
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一
九
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史
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冊
|
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元
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明
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中
園
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出
版
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王
崇
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一
九
九
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麗
統
治
集
圏
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学
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九
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誇
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一
九
八
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二
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商
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周

清
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二

0
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一
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迂
士
円
部
統
治
家
族
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同
著
『
元
蒙
史
札
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内
蒙
古
大
皐
出
版
枇

周
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二

0
0
一
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代
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山
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占
大
島
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出
版
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33 



周

治

樹

二

0
0
一
c

「
迂
士
円
部
輿
成
土
口
思
汗
家
族
世
代
通
婚
関
係
」
同
著
『
元
蒙
史
札
』
内
蒙
山
大
皐
出
版
枇

周

治

樹

二

O
O
一
d

「
迂
士
門
部
的
領
地
及
其
統
治
制
度
」
同
著
『
一
正
家
史
札
』
内
蒙
古
大
皐
出
版
枇

切
0
1
0

一oFロ〉ロ(日
HOd司
会

5
5
)

呂コ
h
N
R
h
a
E
2
。¥
c
s
h
b
2
h
b
Q
p
h
D
E
E
E
山
口
E
ぐ

2
2
Q
M
U
H
O出
切

出
向

E
F
Z
a
F
E
z
-
。E
T
(
U
E
Y
H
Z
の
で
回
忌
吋
J
E
E
r
E
Cロ
c
m
g
Z
E
E
コ
史
認
可
号
、
〈

C
]
E
u
H
と
F

E

出
向

H
H
H
F
H
P
F
D
E
ω
5日
吋

Z
D円
。
印
印
戸
ニ

tえ
OHHO(目
。
(
リ

R

Z

Zぷ
]
u
o
ρ
5
Z
D戸
向
。

-P
同
コ
ぜ
史
認
可
E
M「
〈

396 

詰(
1
)

同

E
H
t
z
一
九
五
七
、
高
一
九
七
四
、
四
二
二
!
四
二
九
頁
、
蒲

一
九
八
三
、
羅
一
九
八
七
、
九
二
1

九
八
頁
、
金
恵
苑
一
九
八
九
、

対
o
会
今
一
九
九
二
、
王
一
九
九
二
、
李
命
美
二

O
O
三
、
喜
菅
二

O

O
三
、
一
!
九
頁
、
参
照
。

(
2
)
『
一
五
史
』
巻
一

O
八
・
諸
王
表
・
序
。

(
3
)

史
料
で
は
「
某
王
位
下
」
、
「
某
投
下
」
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
が
、

位
ド
と
稽
す
る
の
は
諸
王
・
后
妃
・
公
主
・
尉
馬
な
ど
皇
帝
の
血
縁

に
か
ぎ
ら
れ
る
。

(
4
)
森
平
一
九
九
八

a
・
一
九
九
八
b
o

(
5
)
余
恵
日
処
一
九
八
九
。

(
6
)

李
ム
叩
美
二

0
0
三。

(
7
)

宇
野
一
九
九
三
・
一
九
九
九
・
二

O
O
八。

(
8
)

た
だ
し
こ
の
よ
う
な
通
婚
は
、
あ
る
世
代
の
な
か
で
一
部
賓
現
さ

れ
れ
ば
関
係
の
連
績
が
保
詮
さ
れ
る
の
で
、
す
べ
て
の
婚
桐
を
規
制

す
る
ル
|
ル
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
(
宇
野
一
九
九
九
、
七

l
八

頁)。

(
9
)

モ
ン
ゴ
ル
帝
園
と
オ
ン
グ
l
ト
族
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま

ず
楼
井
一
九
三
六
、
越
会
九
九
九
、
江
上
二

0
0
0
、
周
二

0
0

一
a
・二

O
O
一
b
・二

o
o
-
c
・二

O
O
一
d
を
参
照
。

(
日
)
拓
影
と
穣
文
が
江
上
二

0
0
0
、
四
四
二
1

四
四
五
頁
に
収
め
ら

れ
る
が
、
筆
者
は
横
漬
ユ
ー
ラ
シ
ア
文
化
館
所
裁
の
原
碑
拓
本
を
賓

見
し
た
(
表
面
左
十
の
一
片
は
扶
)
o

閲
覧
に
際
し
て
献
す
を
と
っ
て

い
た
だ
い
た
畠
山
積
氏
を
は
じ
め
と
す
る
同
館
関
係
者
に
深
く
感
謝

す
る
。

(
日
)
越
会
九
九
九
、
四
八
l
五
四
頁
。

(
ロ
)
出
向
田

σ
5
一
九
五
四
、
二
一
一
一
1

二
七
頁
・
叶
〉
切
「
何
〉
口
ω
、
江
上

二
0
0
0
、
一
二
九
会

l
三
九
三
頁
。

(
日
)
周
二

O
O
一
c
o

(
U
)

オ
ン
グ
l
ト
主
家
の
蛍
主
の
継
承
閥
係
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず

国
二

O
O
一
a
を
参
照
。

(
日
)
以
上
の
各
王
家
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
杉
山
二

O
O
四
b
、
松

田
一
九
七
九
を
参
照
。

(
凶
)
ウ
イ
グ
ル
王
家
の
歴
史
に
つ
い
て
は
佐
口
一
九
四
一
二

a
・
一
九
四

一一一
b
、
安
部
一
九
五
五
を
参
照
。

(
U
)

漢
文
と
ウ
イ
グ
ル
文
で
書
か
れ
た
原
問
は
現
在
下
部
を
残
す
の
み

だ
が
、
乾
隆
「
武
威
牒
志
」
に
漢
文
面
の
録
文
が
牧
め
ら
れ
、
『
遁
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国
民
ナ
古
録
』
『
逗
園
類
稿
』
『
元
文
類
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
な
い
内
一
谷

を
含
む
。
こ
の
漢
文
面
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
黄
文
弼
の
研
究
を

参
照
会
頁
一
九
八
九
万
ま
た
ウ
イ
グ
ル
文
而
残
存
部
に
つ
い
て
は
、

ヤ
恰
爾
・
巴
投
提
/
劉
一
九
八
四
、
取
二

O
O
一
を
参
照
。

(
国
)
佐
口
一
九
四
三
b
、
七
二

i
八
O
頁
、
出
向
B
r
z
一
九
五
四
、
一

三
0
1
二
二
四
古
貝
・
J

「
K
F

切
戸
何
〉
白
日
目
。

(
印
)
ト
下
恰
爾
・
巴
粒
提
/
劉
一
九
八
四
、
一

O
一一一
1
一
O
六
頁
。

(
初
)
コ
デ
ン
，
家
に
つ
い
て
は
佐
口
一
九
五
一
、
二
五
五
l
二
六
四
百
円
、

杉
山
二

O
O
四
c
を
参
照
。

(
幻
)
安
西
王
家
に
つ
い
て
は
松
田
一
九
七
九
を
参
照
。

(
幻
)
佐
口
一
九
四
三
b
、
七
四
・
八
O
頁
、
安
部
一
九
五
五
、
九
五
1

九
七
頁
、
参
照
。

(
お
)
乙
坂
一
九
八
九
、
二
五
l
二
八
頁
、
参
照
。

(
但
)
宇
野
一
九
九
九
、
五
七
頁
、
注
六
。

(
お
)
北
川
一
九
七
五
、
一
頁
、
参
照
。

(
お
)
北
川
一
九
七
五
、
一
頁
、
参
照
。

(
幻
)
志
茂
一
九
九
五
、
三

O
四
頁
、
参
照
。

(
お
)
ほ
か
に
「
忽
篤
慨
迷
思
」
(
李
斉
賢
『
議
薪
乱
藁
』
巻
九
上
・
忠

憲
王
世
家
)
、
「
忽
都
魯
怯
里
迷
石
」
(
『
元
高
麗
紀
事
』
至
元
二
年

五
月
一
一
日
)
と
も
表
記
さ
れ
る
。

(
鈎
)
『
高
麗
史
』
巻
八
九
・
后
妃
惇
・
斉
園
大
長
公
主
、
『
高
麗
史
』

巻
二
二
一
了
廉
承
盆
惇
。

(ω)
『
高
麗
史
」
巻
八
九
・
后
妃
惇
・
斉
園
大
長
公
主
に
出
生
記
事
が

あ
る
以
外
、
他
に
ま
っ
た
く
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ

の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
(
金
恵
苑
一
九
八
九
、
一
七

O
頁)。

(
況
)
金
恵
苑
一
九
八
九
、
一
六
九
1

一七
O
頁。

(
沼
)
筆
者
は
ベ
ル
シ
ア
語
を
解
さ
な
い
た
め
、
『
集
史
』
の
讃
解
は
、

志
茂
一
九
九
五
に
提
示
さ
れ
て
い
る
部
分
は
こ
れ
に
も
と
づ
き
、
そ

の
他
、
英
語
・
中
園
語
(
露
詳
か
ら
の
重
誇
)
・
朝
鮮
語
の
誇
本

(閃ミ
-
o
-
九
七
一
、
余
/
周
一
九
八
三
・
一
九
八
王
、
召
-
互
玉
o
二

0
0
二
・
二

O
O
五
)
を
参
照
し
た
。

(
お
)
志
茂
一
九
九
五
、
回
会
九
・
四
二
六
l
四
二
七
頁
。
∞
o
i
o
一九

七
一
、
二
四
四
1

二
四
五
頁
、
余
/
周
一
九
八
五
、
二
八
五
頁
、

召
一
互
号
二

O
O
五
、
三
六
四
l
三
六
五
頁
、
参
照
。

(
社
)
金
恵
苑
一
九
八
九
、
一
六
九
l
一七

O
頁。

(
お
)
志
茂
一
九
九
五
、
四
二
四
頁
。
出
cu--o
一
九
七
一
、
二
四
三
頁
、

余
・
周
一
九
八
五
、
二
八
四
頁
、
召
主
号
二

O
O
五
、
三
六
三
頁
、

点
空
間
…
。

(
お
)
志
茂
一
九
九
五
、
四
三
三
頁
。
余
/
胤
一
九
八
五
、
二
八
四
1
二

八
五
頁
、
召
主
主
o
二
O
O
五
、
三
六
三
1

三
六
四
頁
、
参
照
。

(
幻
)
志
茂
一
九
九
五
、
四
二
四
頁
。
余
/
同
一
九
八
三
、
一
八
七
頁
、

列ロ主玉
O

二
O
O
二
、
一
七
三
頁
、
参
照
。

(
お
)
ほ
か
に
「
賓
塔
賓
怜
」
(
『
高
麗
史
』
巻
三
二
・
忠
烈
王
世
家
・
二

七
年
五
月
庚
戊
、
『
盆
薪
乱
藁
』
巻
九
上
・
忠
憲
王
世
家
)
と
も
記

す。

(
却
)
『
高
麗
史
」
巻
八
九
・
后
妃
惇
・
繋
妃
也
速
員
。

(ω)
『
高
麗
史
」
巻
九
一
・
宗
室
惇
・
龍
山
一
五
子
。

(
H
U
)

粛
一
九
八
一
二
、
二
四
O
頁
、
羅
一
九
八
七
、
九
六
百
九
C

(
必
)
李
命
美
は
、
金
童
公
主
の
こ
と
を
貌
王
の
次
女
と
説
明
す
る
が

(
李
命
美
二

O
O
三
、
五
八
百
ハ
)
、
お
そ
ら
く
「
忠
憲
王
世
家
」
に
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お
け
る
「
貌
王
二
女
」
と
い
う
記
載
を
阿
木
司
の
次
女
の
音
叫
に
解
し
、

金
童
を
さ
す
も
の
と
と
ら
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
忠
憲
王
世

家
」
に
お
い
て
高
麗
王
家
に
降
嫁
さ
れ
た
公
主
の
姉
妹
順
に
つ
い
て

言
及
す
る
ケ
l
ス
は
ほ
か
に
な
く
(
他
の
史
料
で
も
同
様
)
、
少
な

く
と
も
忠
粛
王
妃
と
し
て
貌
王
の
公
主
と
列
記
さ
れ
る
亦
憐
員
八
刺

公
主
の
ほ
う
は
車
に
「
英
王
女
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
金
童

だ
け
あ
え
て
姉
妹
順
を
強
調
す
る
必
然
性
は
み
あ
た
ら
な
い
。

な
お
針
元
関
係
を
中
心
に
高
麗
王
の
系
譜
と
事
跡
を
記
す
「
申
富
山

王
世
家
」
は
、
二
二
二
五
年
の
忠
宣
王
の
死
を
記
し
て
摘
筆
す
る
が
、

後
速
の
よ
う
に
伯
顔
忽
都
の
降
嫁
時
期
は
一
一
二
三

o
l一
二
三
年
と
み

ら
れ
る
た
め
、
「
忠
憲
王
世
家
」
に
伯
顔
忽
都
の
降
嫁
事
賓
が
記
さ

れ
得
る
の
か
疑
問
も
生
じ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
申
忠U
憲
王
世

家
」
に
お
い
て
一
三
二
八
年
に
死
亡
し
た
古
泰
奈
{
定
疋
帝
の
こ
と
が
「
泰
{
定厄

帝
」
と
記
さ
れ
る
貼
が
注
音

に
よ
つ
て
稀
さ
れ
る
の
は
、
同
帝
の
死
後
、
天
暦
の
内
乱
が
お
こ
り

皇
統
が
い
れ
か
わ
っ
た
結
果
で
あ
る
。
ゆ
え
に
か
か
る
帝
競
を
旧
い

る
「
忠
憲
王
世
家
」
の
文
章
は
、
二
二
二
九
年
に
泰
定
帝
の
後
継
政

権
が
敗
北
し
、
皇
統
の
交
替
が
確
定
し
た
後
に
成
立
し
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。
「
忠
憲
王
世
家
」
が
忠
粛
王
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
の
な

か
で
二
二
三

0
1
三
三
年
の
伯
顔
忽
都
降
嫁
に
ふ
れ
る
こ
と
は
、
特

に
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
必
)
『
高
麗
史
』
巻
三
四
・
忠
粛
主
世
家
・
三
年
(
一
三
一
六
)
二
月

庚
寅
、
一

O
月一
J
酉
、
同
書
巻
三
五
・
忠
粛
王
世
家
・
八
年
(
一
三

二
一
)
四
月
丁
卯
、
一
二
年
(
一
三
二
五
)
五
月
辛
酉
。

(
叫
)
森
平
二

0
0
一
、
七
一

l
七
二
頁
、
参
照
。

(
釘
)
一
一
一
二
三
年
の
忠
粛
王
即
位
時
、
そ
の
地
位
は
「
金
紫
光
蔽
大

夫
・
征
束
行
中
主
目
省
左
丞
相
・
上
柱
園
・
高
麗
園
王
」
だ
っ
た
が

(
『
高
麗
史
』
巻
三
四
・
忠
粛
王
世
家
・
忠
宣
王
五
年
三
月
甲
寅
)
、

一
一
一
二
六
年
の
公
主
降
嫁
後
、
「
開
府
儀
同
三
司
・
尉
馬
高
麗
園

王
」
に
あ
ら
た
め
ら
れ
た
(
同
・
四
年
(
一
三
一
七
)
一
一
月
辛

卯
)

0

(
必
)
「
高
麗
史
」
巻
九
一
・
公
主
惇
・
長
寧
公
主
。

(
U
)

屠
寄
『
蒙
一
ん
児
史
記
」
巻
一
天
一
・
諸
公
主
表
、

F
E
E由
一
九

五
七
、
二
一

O
頁
・
斗
〉
切
戸
開
ー
〉
d
H
、
粛
一
九
八
一
二
、
二
三
九
頁
、

羅
一
九
八
七
、
九
六
J
九
七
頁
、
喜
菅
二

O
O
三
、
九
頁
。

(
必
)
高
一
九
七
回
、
四
二
六
l
四
二
七
頁
、
金
恵
苑
一
九
八
九
、
一
九

九
l
二
0
0
頁
、
す
舎
今
一
九
九
二
、
二
六
四
良
、
李
二

O
O
三、

五
九
頁
。

(
羽
)
「
元
史
』
巻
二
九
・
泰
定
帝
本
紀
・
泰
定
元
年
(
一
一
一
一
一
一
四
)
六

月
庚
申
。

(
印
)
金
恵
苑
一
九
八
九
、
二

O
O
頁。

(
日
)
「
元
史
』
巻
三
二
・
文
宗
本
紀
・
天
暦
一
五
年
一

O
月
一
内
中
に
中
書

省
巨
の
言
が
「
上
都
諸
王
・
大
臣
、
不
思
租
宗
成
憲
、
惑
於
姦
臣
倒

刺
沙
之
言
、
杭
以
兵
犯
京
畿
。
頼
陛
下
洪
幅
、
王
禅
繁
一
致
潰
亡
、
生

檎
諸
王
完
了
羅
帖
木
児
及
諸
用
事
臣
一
一
一
家
古
答
失
・
雅
失
帖
木
児
等
。
前
抗

己
明
正
典
刑
、
宜
惇
首
四
方
、
以
一
不
衆
」
と
あ
る
。
た
だ
し
「
生

檎
」
さ
れ
た
諸
王
字
羅
帖
木
児
・
蒙
古
答
失
・
雅
失
帖
本
見
等
の
う

ち
、
ど
こ
ま
で
が
庭
刑
の
う
え
「
惇
首
」
さ
れ
た
の
か
、
必
ず
し
も

明
確
で
は
な
い
部
分
も
あ
る
。

(
臼
)
『
高
麗
史
」
巻
九
一
・
宗
室
惇
・
江
陽
公
滋
。
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(
日
)
『
高
麗
史
」
巻
九
一
・
宗
室
惇
・
江
陽
公
滋
、

巻
二
四
・
忠
君
王
三
年
(
一
三
一
六
)
三
月
。

(
日
)
『
高
麗
史
』
巻
九

0
・
宗
室
惇
・
平
壌
公
基
。
な
お
張
東
翼
が

『
元
史
』
巻
一

O
六
・
后
妃
表
に
明
宗
妃
と
し
て
あ
が
る
不
顔
忽
都

皇
后
に
同
定
す
る
の
は
課
り
で
あ
る
(
張
一
九
九
四
、
一
八
一
頁
)

0

(
日
)
『
盆
粛
乱
藁
』
巻
七
・
王
順
妃
許
氏
墓
誌
銘
。

(
日
)
一
真
女
に
関
し
て
は
、
柳
一
九
五
七
、
弓
子
社
二

0
0
二
、
喜
菅
二

0
0
三
、
参
照
。

(
日
)
『
高
麗
史
』
巻
九
一
・
八
ム
主
惇
・
慶
安
宮
主
、
成
寧
宮
主
、
靖
寧

院
妃
、
明
順
院
妃
。

(
隠
)
『
高
麗
史
」
巻
二
五
・
元
宗
世
家
・
元
年
会
二
月
庚
子
。

(
ぬ
)
『
高
麗
史
」
巻
三

0
・
忠
烈
干
一
世
家
・
一
一
年
一

O
月
辛
丑
。

(ω)
『
高
麗
史
」
巻
二
五
・
元
宗
世
家
・
元
年
会
一
月
辛
卯
。

(
日
)
『
高
麗
史
」
虫
色
八
九
・
后
妃
惇
・
貞
信
府
主
。

(
臼
)
森
平
二

0
0
一
、
六
七
1

六
八
頁
、
参
照
。

(
日
)
李
命
美
二

O
O
三
、
六
二
頁
。

(
臼
)
志
茂
一
九
九
五
、
三
一
八
i
三
三
三
頁
、
参
照
。

(
日
)
志
茂
一
九
九
五
、
三
四
三
l
三
四
王
頁
、
参
照
。

(
侃
)
権
衡
『
庚
申
外
史
』
元
統
元
年
(
一
三
三
三
)

0

(
灯
)
『
一
川
史
』
巻
四
一
・
順
帝
本
紀
・
至
正
八
年
(
一
三
四
八
)
是
歳
。

(
侃
)
李
命
美
二

O
O
三
、
六
O
l
六
二
百
円
。

(
m
w
)

『
高
麗
史
』
巻
一

O
四
・
金
周
鼎
惇
附
金
深
惇
。
彼
女
に
つ
い

て
は
『
元
史
」
巻
一

O
六
・
后
妃
表
に
も
「
答
旦
廊
失
里
皇
后
」
と

記
録
さ
れ
て
い
る
。

(
同
)
元
代
の
ウ
ン
ギ
ラ
卜
王
家
に
降
嫁
さ
れ
た
公
主
の
多
く
は
ク
ピ
ラ

『
高
麗
史
節
要
」

イ
系
だ
が
、
公
主
の
山
自
が
わ
か
ら
な
い
ケ
l
ス
が
複
数
あ
る
(
宇

野
一
九
九
九
、
二
七
1
四
五
頁
、
参
照
)

0

(
九
)
「
高
麗
史
」
巻
一
三
・
忠
烈
王
世
家
・
二
二
年
(
一
二
九
六
)
一
止

月
壬
申
、
八
月
戊
午
、
二
月
壬
辰
。

(η)

「
高
麗
史
」
虫
色
三
四
・
忠
粛
王
世
家
・
三
年
(
一
三
一
六
)
二
月

庚
寅
。

(
ね
)
「
高
麗
史
」
巻
三
六
・
忠
恵
王
世
家
・
忠
粛
王
一
七
年
三
一
一
二
二

O
)
一
一
一
月
戊
寅
。

(
九
)
『
高
麗
史
」
巻
八
九
・
后
妃
惇
・
徽
諮
魯
国
大
長
公
主
。

(
お
)
忠
定
王
元
年
(
一
三
四
九
)
に
降
嫁
さ
れ
た
後
、
恭
慾
王
の
即
位

(
一
三
五
会
)
前
に
封
ぜ
ら
れ
た
ら
し
い
(
『
高
麗
史
』
巻
八
九
・

后
妃
停
・
徽
諮
魯
園
大
長
公
主
)
。

(
同
)
李
命
美
二

O
O
三
、
五
四
1
五
六
・
五
九
1
六
O
頁。

(
打
)
渚
王
と
恭
慰
王
の
事
例
に
つ
い
て
は
後
述
。
忠
君
王
と
亦
憐
員
八

刺
公
主
の
婚
姻
に
つ
い
て
李
命
美
は
、
上
主
と
し
て
賓
権
を
に
ぎ
る

忠
宣
王
が
、
忠
粛
王
の
護
ニ
一
日
力
向
上
を
お
そ
れ
で
帝
室
有
力
者
と
の

婚
姻
を
さ
け
た
と
推
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
具
位
的
な
詮
擦
史
料
は

な
し

(
向
山
)
李
ム
叩
美
二

O
O
三
、
二
一

1

コ
二
・
六
三
1

六
五
頁
。

(
内
)
李
命
美
二

O
O
三
、
三
七
l
四
四
頁
。

(
剖
)
「
高
昌
王
世
動
碑
」
に
よ
れ
ば
、
火
赤
恰
見
的
斤
に
定
宗
グ
ユ
ク

の
息
女
巴
巴
恰
児
が
降
嫁
さ
れ
た
の
は
至
一
万
一
二
年
(
一
二
七
五
)

以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

(
む
)
「
高
昌
王
世
勃
碑
」
に
紐
林
的
斤
妃
の
不
魯
竿
と
八
卜
叉
が
「
オ

ゴ
デ
イ
の
孫
娘
」
と
記
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
同
碑
で
は
コ
デ
ン
家
の
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公
主
で
あ
れ
ば
そ
の
よ
う
に
明
記
し
て
い
る
。

(
幻
)
『
通
制
候
格
』
巻
二
・
戸
令
・
戸
例
、
『
元
典
f

羊
』
巻
一
七
・
戸

部
・
戸
計
・
籍
冊
・
戸
口
候
章
。

(
出
)
な
お
ク
ビ
ラ
イ
は
最
初
の
妻
を
一
一
一
一
歳
で
要
り
、
そ
の
後
一
二
三

四
年
ま
で
に
長
男
ド
ル
ジ
が
生
ま
れ
て
い
る
(
宇
野
一
九
九
三
、
八

一、
Il--
、八二一通ハ
)

0

(
判
明
)
閥
復
「
鮒
馬
高
唐
忠
献
王
碑
」
o

(
邸
)
伎
に
月
烈
が
ク
ピ
ラ
イ
一
五
歳
時
の
所
生
で
あ
り
、
一
五
歳
で
長

男
閲
里
吉
思
を
出
産
し
た
と
し
て
も
、
悶
里
土
口
思
は
ク
ピ
ラ
イ
即
位

時
に
よ
う
や
く
一
五
歳
前
後
で
あ
る
。

(
前
)
元
代
の
河
西
地
方
で
活
動
し
た
「
八
八
大
王
」
は
、
『
元
史
』
巻

一
O
七
・
宗
室
世
系
表
で
コ
ル
ゲ
ン
系
と
さ
れ
る
が
、
チ
ヤ
ガ
タ
イ

系
の
誤
り
で
あ
る
(
杉
山
二

O
O
四
b
、
三

O
二
l
三
O
四
頁
)
。

(
幻
)
モ
ン
ゴ
ル
帝
園
初
期
に
お
け
る
諸
子
・
諸
弟
ウ
ル
ス
の
分
封
に
つ

い
て
は
、
杉
山
二

O
O
四
a
を
参
照
。
コ
ル
ゲ
ン
・
モ
ン
ケ
・
ア
リ

ク
ブ
ケ
各
，
家
の
所
領
と
動
向
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
松
田
一
九
八

三
・
一
九
九
四
、
村
岡
一
九
八
五
を
参
照
。

(
∞
∞
)
松
出
一
九
八
三
、
村
岡
一
九
八
五
、
参
照
。
阿
里
八
鰐
の
男
オ
ル

ジ
エ
イ
の
父
ウ
ル
ン
ダ
シ
ュ
、
ム
札
忽
難
の
由
男
ウ
ル
ク
ダ
イ
は
い
ず
れ

も
ア
リ
ク
プ
ケ
振
で
あ
り
、
求
忽
難
の
も
う
一
人
の
男
ナ
イ
ラ
ク
、
フ

カ
は
ア
リ
ク
ブ
ケ
の
子
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
ウ
ル
ク
ダ
イ
は
常
初
シ

リ
ギ
の
反
乱
に
も
参
加
し
た
。

(
剖
)
『
一
川
文
類
』
虫
色
二
五
・
尉
馬
昌
王
世
徳
碑
。

(
的
)
李
命
美
二

O
O
三
、
四
三
頁
、
参
照
。

(
川
出
)
余
恵
苑
一
九
八
九
、
一
七
六
l
一
七
八
頁
、
李
命
美
二

O
O
三、

五
O
l
五
四
頁
、
参
照
。

(
児
)
「
元
史
」
巻
一
一
五
・
額
宗
停
、
出
0
1。
一
九
七
一
、
三
二

0
1

三
二
今
一
具
、
余
/
周
一
九
八
五
、
三
七
五
1
三
七
六
頁
、
升
子
立
正
O

二

0
0
五
、
四
六
九
1

四
七

O
頁
、
参
照
。

(
川
町
)
杉
山
一
九
九
五
、
一

O
二
l
ム

O
三
頁
、
参
照
。

(
悦
)
「
高
麗
史
」
巻
三
四
・
忠
粛
王
世
家
・
四
年
(
二
一
一
一
七
)
間
一
止

月
壬
申
、
『
元
史
』
巻
二
六
・
仁
宗
本
紀
・
延
一
両
五
年
(
一
三
一

八
)
六
月
乙
己
。

(
何
)
「
高
麗
史
」
巻
三
五
・
忠
粛
王
世
家
・
一

O
年
(
一
三
一
二
二
)
一

O
月
戊
辰
。
『
元
史
』
巻
二
九
・
泰
定
帝
本
紀
・
泰
定
元
年
(
一
三

二
四
)
正
月
己
酉
。

(
%
)
李
命
美
二

O
O
三
、
五
四
l
五
六
・
五
九
l
六
O
頁。

(
肝
)
『
元
史
』
巻
二
二
二
・
文
宗
本
紀
・
天
暦
二
年
(
一
三
二
九
)
正
月

単
一
九
酉
、
二
月
丁
酉
、
同
書
巻
三
四
・
文
宗
本
紀
・
至
順
一
川
年
(
一
三

一二

O
)
六
月
丙
申
、
一

O
月
乙
亥
、
同
書
巻
三
五
・
文
宗
本
紀
・
至

順
二
年
正
月
乙
巳
、
二
月
己
菌
、
三
月
発
巳
、
四
月
乙
卯
、
壬
成
。

こ
の
戦
乱
の
概
要
に
つ
い
て
は
方
慧
二

O
O
一
、
八
二
頁
を
参
照
。

(
鉛
)
杉
山
二

O
O
四
b
、
三
二
四
頁
、
参
照
。

(
的
)
モ
ン
ゴ
ル
宗
王
出
鎮
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
李
治
安
二

O
O
七、

第
五
章
を
参
照
。

(
川
)
「
元
史
』
巻
二
三
・
武
宗
本
紀
・
至
大
二
年
(
二
二

O
九
)
三
月

己
丑
。

(m)

「
元
史
』
巻
一
六
・
世
組
本
紀
・
至
元
二
七
年
(
一
二
九
O
)

一

O
月
壬
申
、
同
書
巻
一
七
・
世
組
本
紀
・
至
元
三

O
年
(
一
二
九

一
一
一
)
七
月
己
未
。
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(
印
)
『
一
五
史
』
巻
二
七
・
英
宗
本
紀
・
延
祐
七
年
(
一
三
二

O
)
五
月

丁
未
、
同
書
巻
二
九
・
泰
定
帝
本
紀
・
泰
定
元
年
(
一
三
二
四
)
一

O
月
下
丑
。

(
邸
)
謹
一
九
八
二
、
一
四
頁
。

(
胤
)
李
命
美
は
ア
ム
ガ
を
「
前
代
の
通
婚
封
象
と
連
績
す
る
家
系
」
の

範
障
に
含
め
る
が
(
前
述
)
、
賓
際
に
は
該
嘗
し
な
い
。
一
方
で
ア

ム
ガ
の
高
麗
流
配
が
通
婚
の
契
機
に
な
っ
た
と
も
推
測
し
て
い
る
が

(
李
命
美
二

O
O
三
、
五
八
1

五
九
自
月
)
、
そ
う
だ
と
し
て
も
パ

タ
ー
ン
化
さ
れ
た
通
婚
形
態
と
は
い
え
な
い
。

(
間
)
李
命
美
二

O
O
三
、
三
四
l
四
四
頁
、
参
照
。

(
胤
)
李
命
美
は
、
管
王
エ
セ
ン
テ
ム
ル
・
鎮
曲
武
靖
王
チ
ョ

l
ペ
ル
と

の
通
婚
に
つ
い
て
、
元
が
帝
園
の
領
域
を
明
確
に
す
る
た
め
の
演
出

と
位
置
づ
け
て
い
る
(
李
命
美
二

O
O
三
、
五
八
百
八
)

0

(
即
)
李
ム
叩
美
は
、
管
王
エ
セ
ン
テ
ム
ル
・
鎮
西
武
靖
王
チ
ョ

l
ペ
ル
と

の
通
婚
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
放
呆
を
指
摘
し
て
い
る
(
李
命
美

二
O
O
三
、
五
八
頁
)

0

(
別
)
森
平
一
九
九
八
日
・
一
九
九
八
b
、
参
照
。

(
川
)
忠
恵
王
の
即
位
経
緯
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
忠
粛
王
の
即
位

は
、
復
位
後
も
元
廷
に
と
ど
ま
り
績
け
て
い
た
忠
宣
王
が
元
の
蹄
凶

医
力
を
き
ら
っ
て
に
わ
か
に
譲
位
し
た
こ
と
で
賓
現
し
た
。
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(
凹
)
即
位
は
忠
帯
主
一
七
年
(
一
一
二
三

O
)
二
月
丁
未
、
婚
姻
は
三
月

戊
寅
で
あ
る
(
『
高
麗
史
』
巻
三
六
・
忠
恵
王
世
家
)

0

(
山
)
「
高
麗
史
節
要
』
巻
二
一
二
・
忠
烈
王
三
二
年
(
二
二

O
六
)
九
月
。

(
凹
)
「
高
麗
史
」
巻
三
八
・
恭
慰
王
世
家
・
一
五
年
(
一
三
五
二
)
二
月

丙
子
。

(
山
)
前
述
の
ご
と
く
李
命
美
は
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。
な
お
金

恵
苑
は
、
恭
感
王
が
元
の
衰
亡
を
議
期
し
て
非
有
力
王
家
の
公
主
を

堅
買
っ
た
と
す
る
が
(
金
恵
苑
一
九
八
九
、
二

O
O
l
二
O
一頁)、

結
果
論
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
見
方
で
あ
り
、
筆
者
と
し
て
は
に
わ
か

に
同
意
し
か
ね
る
。

(
山
)
李
命
美
は
恭
慾
王
の
配
偶
者
選
捧
に
閲
し
て
筆
者
と
同
意
見
だ
が
、

溶
王
畳
間
が
中
山
宣
王
妃
と
同
一
家
系
の
公
主
を
要
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
畳
間
に
滞
王
位
を
譲
る
こ
と
で
本
園
の
忠
霜
王
を
牽
制
し
よ
う
と

い
う
上
王
忠
宣
王
の
意
闘
に
閥
連
づ
け
る
(
李
命
美
二

O
O
三
、
五

回
l
五
六
・
五
八

1
六
O
頁
)
o

し
か
し
畳
間
の
溶
主
位
継
承
が
忠
粛

王
へ
の
牽
制
に
つ
な
が
る
と
い
う
論
理
に
は
飛
躍
が
あ
り
、
な
お
検

討
を
要
す
る
。

(
補
註
)
金
恵
苑
は
カ
マ
ラ
の
正
妃
普
顔
怯
里
迷
失
(
ウ
ン
ギ
ラ
ト
族
)

の
所
生
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
が
(
金
恵
苑
一
九
八
九
、
一
七

六
頁
)
、
有
力
な
根
擦
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
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NOTES ON THE MARITAL RELATIONS BETWEEN 
THE ROYAL HOUSE OF GORYEO AND THE 

MONGOL IMPERIAL F AMIL Y 

MORIHIRA Masahiko 

The kings of Goryeo, who were subjects of the Yuan from the end of the 13th 

century to the mid 14th century, married princesses from the Mongol imperial 

house generation after generation. This study is a preliminary step in confirming 

the basic fact concerning the process of the marriages and a consideration of the 

significance of the pattern seen therein. 

The marriages between the royal house of Goryeo and Mongol imperial family 

took a unilateral form, with the Mongol side bestowing a princess to be wed to 

Goryeo. There may be some possibility that this was merely the result of the 

biological coincidence that there were no marriageable princesses from the Korean 

side, and that these marriages might not have been a deliberate device. 

The scope of marriage partners for the Goryeo royal house was limited to the 

family of Qubilai, which produced the Yuan emperors. It is a special circumstance, 

even if considering the intent of the Yuan government that favored central rule in 

regard to Goryeo. This can also be understood as special consideration for 

Goryeo, and such partiality can also be seen in the fact that many of the princes­

ses bestowed on Goryeo were from the highest level of the imperial family. 

However, in consideration of the relationship with the Mongol imperial house in 

general and the distance from the emperor and the central axis of Yuan power, a 

controlled aspect is also visible. Nevertheless, the fact that marriage with the 

Mongol royal family, which served as the protector of national boundaries, was the 

key, this relationship can be understood as one aspect of the broader Yuan policy 

of rule, and also be viewed as a special characteristic of Goryeo. 

In regard to the kings who wed princesses from the same lineage of consorts 

of kings of former times, the common denominator is the fact that they all acceded 

to the throne in anomalous ways. If the intentions of those involved on the Goryeo 

side were reflected in the selection process, it is possible that the continuity of 

the lineage of the princesses may have been seen as a factor contributing to the 

legitimacy of the royal succession in Goryeo. 
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